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（開会 午前１０時００分）

○小髙副委員長

定足数と日程は配付のとおりです。

日程に入る前に報告いたします。

本日の欠席の届け出が服部雅恵委員長からありましたので、私、副委員長の小髙が職務を行

います。ご協力のほどをよろしくお願いいたします。

以上で報告を終わります。

直ちに会議を開きます。

最初に、本委員会の会議録の署名委員に加藤弘委員、角麻子委員を指名いたします。

これから議案の審査を行います。

当委員会に付託された案件は、お手元に配付してある日程のとおり９件です。

議案第６号、八街市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

この議案は朗読を省略して、直ちに提案者の説明を求めます。

○市川子育て支援課長

それでは、議案第６号、八街市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明いたします。

付議案の１１ページをごらんください。

このたびの改正につきましては、児童クラブで勤務しております放課後児童支援員の基礎資

格要件に関する改正でございます。

今回、学校教育法の改正によりまして、平成３１年４月１日から、新たに専門職大学制度が

設けられることとなりました。また、この専門職大学の前期課程修了者には、短期大学卒業

者と同様の学位が授与されることから、第１０条第３項第５号中、卒業した者の次に、（当

該学科または当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含

む）を加えようとするものでございます。

なお、この条例は平成３１年４月１日から施行するものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。

○京増委員

専門職大学というのは私よくわからないんですけれど、これは子どもに関するいろんなこと

を学ぶような、そういう大学なんでしょうか。

○市川子育て支援課長

専門職大学と一般大学との違いでございますが、従来の大学につきましては、専門教育と教

養教育や学術研究を合わせて行う機関の性格から、比較的学問の色彩の強い教育が行われる

傾向がございます。専門職大学につきましては、特定職種における業務進行能力の育成に加
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え、特に長期の企業内実習や関連の職業分野に関する教育等を通じ、高度な実践力や豊かな

創造力を培う教育に重点を置く点で、特色がございます。また、教育課程の開発等を産業界

と連携を行うことにより、より実践的な教育を行う仕組みという形になっております。

なお、平成３１年開校予定の国の認可でございますが、現在、専門職大学につきましては、

高知リハビリテーション専門職大学並びに国際ファッション専門職大学、この２校が国の認

可を受けているところでございます。

○京増委員

とても高度な専門職のようですけれど、そういう方が本当に児童クラブに勤めてくださるか

どうかというようなことは、ちょっと想像できないんですけれど、子どもに関する専門職の

方が児童クラブで働いてくださるということは、本当に必要なことだと思うんですけれど、

そのためには待遇をきちんとしなければ集まってくれない。今だって専門職じゃなくてもな

かなか集まりが悪いというふうに聞いておりますので、ぜひそういう待遇のことも今後考え

て、そしてこの専門職もというところで検討していただきたいと思います。

以上です。

○小髙副委員長

ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

これから討論を行います。

討論はございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

討論がなければ、これで討論を終了いたします。

これから、議案第６号、八街市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

この議案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○小髙副委員長

起立全員です。議案第６号は原案のとおり可決されました。

議案第７号、八街市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。

この議案は朗読を省略して、直ちに提案者の説明を求めます。

○市川子育て支援課長

それでは、議案第７号、八街市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてご説明いたします。
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付議案の１２ページをごらんください。

このたびの改正につきましては、受給資格者の所得を確認する方法に関する改正でございま

して、これまでは、１月から６月までに申請された場合につきましては、前々年の所得を確

認しておりましたが、千葉県ひとり親家庭等医療費等助成実施要領の改正によりまして、１

月から９月までに申請される場合につきまして、前々年の所得で確認することとされたこと

から、第３条中第１項第１号中の６月を９月に改めようとするものでございます。

なお、この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。

○加藤委員

これは、要項の一部ということですが、その内容はどのような。

○市川子育て支援課長

今回のですが、国の方の生活困窮者等の自立を促進するための、生活困窮者自立支援法の一

部を改正する法律の施行によりまして、厚生労働省の関係省令を整備に係る省令の公布がご

ざいました。これに伴いまして、千葉県からこちらの方に補助を受けておりますが、千葉県

のひとり親家庭等医療費助成事業実施要領、こちらの方が見直しをされたものでございます。

なお、この千葉県のひとり親家庭等医療費等助成事業実施要領につきましては、ひとり親家

庭等の補助金交付要綱に基づいて、市町村が実施するための助成事業の適正な事務を図るた

め、その取り扱いを定めたものでございまして、これに準じて前々年の所得に応じまして、

１月から６月の申請につきましては、見るという形になっております。

○小髙副委員長

ほかに質疑はございますか。

○京増委員

この６月から９月まで３カ月延ばすことによって、何か対象者にとってはメリット、デメ

リット、それはどうなのかお伺いします。

○市川子育て支援課長

こちらにつきましては、県の方も、先ほど言った生活困窮者ということで、児童扶養手当、

こちらの基準に、所得の方がこれまで年３回であったものが、年６回の支給に１１月から施

行されるという形がありまして、その審査の方が毎年８月に現況調査をするんですが、こち

らの方が事務の煩雑さがあるということで、６月から９月まで前々年の所得に応じて審査を

するという規定がございまして、これに準じまして、千葉県のひとり親家庭につきましても、

６月から９月に改正されたものでございます。

○小髙副委員長

ほかに質疑はございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

討論がなければ、これで討論を終了します。

これから、議案第７号、八街市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを採決します。

この議案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○小髙副委員長

起立全員です。議案第７号は原案のとおり可決されました。

議案第８号、平成３０年度八街市一般会計補正予算中、当委員会付託分についてを議題とし

ます。

お諮りします。

審査の方法は款ごとに審査したいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

ご異議なしと認めます。審査の方法は款ごとに審査することに決定しました。

最初に、歳出２款総務費の内３項について、提案者の説明を求めます。

○春日市民課長

それでは、歳出２款総務費の内３項戸籍住民基本台帳費についてご説明いたします。

補正予算書の２２ページをごらんください。

２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費につきましては、予算額の

増減はありませんが、１５款１項３目の県移譲事務交付金の内、旅券法及び旅券法施行規則

に係る交付金が１万１千円増額となったため、一般財源から特定財源に変更するものでござ

います。

以上で、２款総務費の内３項戸籍住民基本台帳費の説明を終わらせていただきます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

次に、歳出３款民生費について、提案者の説明を求めます。
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説明は、補正予算書の項目順にお願いします。

○髙梨障がい福祉課長

それでは、補正予算書の２５ページをごらんください。

３款民生費、１項社会福祉費、３目障がい者福祉費についてご説明いたします。

補正前の額から１千６００万円を減額し、補正後の額を１８億９千１２８万４千円としよう

とするものでございます。

説明欄をごらんください。障がい者自立支援給付事業費１千６００万円の減額は、２０節扶

助費で自立支援医療費の更生医療について、今年度見込額が確定したことによる減額でござ

います。

○吉田国保年金課長

続きまして、５目老人福祉費についてご説明いたします。

補正前の額から、２１３万 6千円を減額し、補正後の額を７億７千９９４万８千円としよ
うとするものでございます。

後期高齢者医療事業費１４５万６千円の減額につきましては、１９節負担金補助及び交付金

におきまして、千葉県後期高齢者医療広域連合への共通経費負担金の額の確定によるもので

ございます。後期高齢者医療特別会計繰出金６８万円の減額につきましては、２８節繰出金

におきまして、千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金額の確定により、後期高齢者

医療特別会計への繰出金でございます。

○市川子育て支援課長

続きまして、２項児童福祉費についてご説明いたします。

同じく補正予算書の２５ページをごらんください。

１目児童福祉費総務費につきましては、補正前の額に１９７万２千円を増額し、補正後の額

を１億２千５７万５千円にしようとするものでございます。

説明欄にてご説明いたします。児童福祉総務費１９７万２千円の増額につきましては、１３

節委託料では第２期こども子育て支援事業計画策定業務委託料の本年度分が確定したことに

より１０４万円の減、並びに２３節償還金利子及び割引料で、平成２９年度分のこども子育

て支援交付金の精算に伴う返還金３０１万２千円の増額でございます。

次のページをごらんください。

２目児童措置費につきましては、補正前の額から５千８５０万５千円を減額し、補正後の額

を９億３千６０８万５千円にしようとするものでございます。

説明欄にてご説明いたします。児童手当支給費５千８５０万５千円の減額につきましては、

２０節扶助費でございまして、本年度の児童手当支給見込額が確定したことによる減額でご

ざいます。

３目母子福祉費につきましては、補正前の額から１千１０２万９千円を減額し、補正後の額

を３億７千４５万９千円にしようとするものでございます。

説明欄にてご説明いたします。児童扶養手当支給費１千１０２万９千円の減額につきまして
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は、同じく２０節扶助費でございまして、本年度分の児童扶養手当支給見込額が確定したこ

とによる減額でございます。

４目児童福祉施設費につきましては、補正前の額から９０６万３千円を減額し、補正後の額

を８千７９３万円にしようとするものでございます。

説明欄にてご説明いたします。児童館整備事業費９０６万３千円の減額につきましては、１

３節委託料で、本年度に計画しておりました実施計画業務及び地番調査業務につきましては、

新年度に新たに行うことになりましたことが、減額の主な理由でございます。

次のページをごらんください。

５目保育園費につきましては、補正前の額から９１５万２千円を減額し、補正後の額を１３

億９千７６０万８千円にしようとするものでございます。

説明欄にてご説明申し上げます。私立認定こども園運営費補助事業費２００万２千円の増額

につきましては、１９節負担金補助及び交付金でございまして、本年度分の支給見込額が確

定したことによる施設型給付費負担金の増額が主なものでございます。保育園施設整備事業

費１千２８６万円の減額につきましては、１５節工事請負費で支出見込額が確定したことに

よる減額が主なものでございます。私立小規模保育事業所施設整備事業費１７０万６千円の

増額につきましては、２３節償還金利子及び割引料で、平成２９年度分の保育所等整備交付

金の精算に伴う返還金でございます。

以上で３款民生費の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。また、質疑の際にはページ数、款・項・

目、説明欄等を明確にして質疑をお願いいたします。質疑はありますか。

○京増委員

２６ページの保育園費についてお伺いします。私立小規模保育所施設整備事業費についてで

すけれど、この施設整備によりまして、今度待機児童が少なくなるかとは思うんですが、新

年度の子どもたちの保育所の待機児童はどのぐらいの見込みなのか、お伺いします。

○市川子育て支援課長
初めに、こちらの私立小規模保育所事業整備費の返還金でございますが、こちらにつきまし

ては、平成２９年度の小規模保育でございまして、昨年４月１日から開園しております「い

ろはに保育園」、こちらの補助金額が確定したことによるもので、返還が伴ったという形に

なっております。

新年度の保育の入所状況ということでございますが、現在精査をしているところでございま

すが、昨年は十数名待機が出ておったんですが、今年の方は１歳、２歳の方が非常に多く、

もう少し多くなってしまう見込みでございますが、人数までについては、申し訳ありません。

まだ正式に決定しておりませんが、２０名近くになってしまう可能性があるということで、

ご理解いただければと思っております。
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○小髙副委員長

ほかに質問はありますか。

○加藤委員

２６ページの児童措置費、減額で５千８０５万５千円という大きい金額がありますけれど、

どうしてこれだけ大きな額が減額されなければいけないのか、その辺の予算を立てたときと、

どのような変化があったのか。

○市川子育て支援課長
こちらの新年度の予算編成の過程でございますが、例年１０月を大体基準としていまして、

それまでの支出状況と今後の支出見込みを求めて計算しておりましたが、今年度につきまし

ては、支出が実際に少なかったということでございます。

これにつきましては、児童の減少というのが非常に関わってきております。私の方で３月３

１日現在の０歳から５歳までの人数でございますが、平成２９年３月３１日末ですが、この

当時で２千４１１人(０歳から５歳)いたものが、平成３０年３月３１日の段階では２千３２９
人と、約８２人の児童が減少しているということがございまして、こういう形の人口が、少

子化が大きな原因という形では認識しているところでございます。

○小髙副委員長

ほかに質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

次に、歳出４款衛生費の内、１項１目から４目について、提案者の説明を求めます。

○飛田健康管理課長
それでは、４款衛生費についてご説明申し上げます。

補正予算書の２７ページをごらんください。

４款衛生費、１項保健衛生費中、１目保健衛生総務費、３目母子保健費及び４目健康増進費

についてご説明申し上げます。

１目保健衛生総務費は、補正前の額から４９７万１千円を減額し、補正後の額を１億５千１

８６万３千円とするものでございます。

説明欄をごらんください。保健衛生総務費、１９節印旛市郡小児初期急病診療所負担金５５

万６千円の増及び成田市急病診療所負担金４０万円の減は、負担金額の確定によるものでご

ざいます。

病院医療機器整備事業補助金４８１万９千円の減は、成田赤十字病院の医療機器整備費につ

いて、今年度は県補助事業として採択されたため、成田赤十字病院より市町村に対する補助

金交付申請を辞退するとの申し出があったことにより、予算額を全額減とするものでござい

ます。保健活動諸費３０万８千円の減は、市民の健康増進に係る普及啓発活動等を実施する

保健推進員が定員４０人以内のところ、今年度は１８人だったことによる報償費の減でござ
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います。

３目母子保健費は、補正前の額から４３万５千円を減額し、補正後の額を２億５千８９１万

円とするものでございます。

説明欄をごらんください。子ども医療費助成事業費４３万５千円の減は、子ども医療費助成

受給券の更新事務が、当初の見込みより早く完了したことにより、当該事務に従事した臨時

職員の賃金を減額するものでございます。

４目健康増進費は、補正前の額から１千６０万１千円を減額し、補正後の額を７千９３０万

３千円とするものでございます。

説明欄をごらんください。後期高齢者医療健康診査受託事業費１６４万６千円の減は、事業

終了に伴い、１３節健康診査委託料が確定したことによるものでございます。

なお、平成３０年度の健診受診者は、前年度と比較して１１６人増の１千７４４人でござい

ました。

次のページをごらんください。

健康増進事業費８７１万２千円の減のうち、７節賃金１２１万３千円の減は、執行実績から

不用と見込まれる額を減額するものでございます。

１３節委託料７２５万２千円の減は、子宮頸がん検診を除いて各種がん検診事業が終了した

ことに伴い、執行残を減額するものでございます。

平成３０年度のがん検診の受診状況でございますが、胃がん検診は、前年度と比べ３９人増

の３千６６０人で受診率は１６．９パーセント。大腸がん検診は、前年度と比べ４６人減の

６千１０９人で受診率は２８．２パーセント。肺がん検診は、前年度と比べ４６人増の５千

４４３人で受診率は２５．１パーセント。前立腺がん検診は、前年度と比べ４人増の２千６

２４人で受診率は３４．４パーセント。乳がん検診は、前年度と比べ３９人減の５千４５４

人で受診率は３８．１パーセントとなりました。

健康づくり増進計画策定事業費２４万３千円の減は、昨年６月に策定が完了した「八街市健

康プラン」の印刷製本が完了したことによる執行残の減額でございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので質疑を許します。

○京増委員

まず、２７ページの保健衛生総務費についてお伺いします。印旛市郡小児初期急病診療所負

担金についてですが、八街市における利用状況は、この間どういう推移なのかお伺いします。

○飛田健康管理課長

印旛市郡小児初期急病診療所におけます八街市の方の利用の状況でございますが、平成３０

年度、算定の期間といたしましては、平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日まで

の１年間というくくりになりますけれども、こちらの利用者の数が、平成３０年度１千９７

人、受診者の割合といたしましては、全体の１０．８１パーセントを占めておりました。
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○京増委員

この利用者数というのは、増えているんですか、減っているんですか。

○飛田健康管理課長

利用者の数といたしましては、減少傾向でございます。

○京増委員

子どもたちが健やかに成長してほしいなと思ってお聞きしたんですけれど。

次に、健康増進費について、４目後期高齢者医療費についてですが、この受診率は県平均と

比べるとどうなのか、お伺いします。

○飛田健康管理課長

後期高齢者健診につきまして、八街市における受診率２３．７２パーセントに対しまして、

県全体で見ますと、３５．５６パーセントでございました。

○京増委員

八街市が求めている健診率というか、目標にしている健診率はどのくらいですか。

○飛田健康管理課長

一応、目標といたしましては、県平均と同程度ということで、３５．８パーセントを目標と

しております。

○京増委員

後期高齢者については医療費が、医療が後期高齢者医療、本当に高齢者の皆さんが増えるこ

とと、それから医療費によってまた保険料が上がっていくということで、ぜひ皆さんが健康

増進に向かえるような、そういう受診率に頑張っていただきたいと思います。

次に２８ページ、健康増進事業費についてですが、かなりこのがん検診の受診率は、項目に

よってばらつきがあるんですが、特に検診率が低い項目については、どのような原因がある

とお考えでしょうか。

○飛田健康管理課長

各種がん検診の中で、受診率が低いものといたしましては、胃がん検診の受診率が１６．９

パーセントと低い状況になっているんですけれども、この要因の１つといたしましては、胃

がん検診につきましては、この検診のほかにと申しますか、既にそれぞれが各自お医者さん

で検診を受けたりあるいは治療を受けたりという方がおられますので、その方々は検診の対

象とはなりませんので、その分で若干と申しますか、低い数値になっているかなということ

が考えられます。

○京増委員
そういう理由もあるかもしれないんですけれど、ですけど、早く病気を見付けるためには、

病院にかかっていないような方も検診をしていかなければ病気を防げないというふうに思い

ます。下のところに健康プランも作られましたけれど、病気による経済悪化、それから自殺

にも至っていくというところでは、本当に健康増進をいかにしていくかと、いかに進めてい

くかというところで、研究をしていただきたいと思います。
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次に、健康づくり増進計画策定についてですけれど、本当にこれは私もいろいろと参考にさ

せていただいているんですが、せっかくいい内容、市民の皆さんが知るべき内容がたくさん

あると思います。これをどのように皆さんに内容を広めていくのか、その点について伺いま

す。

○飛田健康管理課長

八街市健康プランにつきましては、その内容が各種施策にわたりますので、それぞれの施策

を推進していく中で、健康プランについて、こういうふうに定めてやっておりますというよ

うなＰＲ、その辺を各事業ごとにあるいは健康プラン自体、このプランができ上がりました

ということにつきましては、ホームページで公表する、あるいは今後の広報紙の中で健康プ

ランについて、こういうのを八街市は始めましたということで、定期的にお知らせをしてい

くような記事を設けて、市民の皆様に広く知っていただけるように努めていきたいというふ

うに考えております。

○京増委員

八街市は寿命も短い、それから６５歳以上の方の自立期間も短いというところでは、本当に

健康に問題があると思うんです。それで、街づくりも市民の皆さんと協働して推進していく

ということになっておりますので、そういう方たちにも大いに内容を知らせていただきたい

と。私も民生委員の方とかいろんな団体の方たちにも、こういう内容になっていますよとい

うことをお知らせしています。やっぱり、市民の方はそういう市政のもとになる、そういう

ことを知りたいという要求が高いなということを感じておりますので、ぜひ進めていただき

たいと思います。

以上です。

○小髙副委員長

ほかに質疑はございませんか。

○加藤委員

２７ページの保健衛生総務費の中で保健活動費、推進員へ謝礼ということで、先ほど４０人

以内のところを１８人だったということですけれど、この１８人でいろいろやることはやれ

たのか。

○飛田健康管理課長

今年度は、４０人以内のところを１８人ということでございましたけれども、１８人を３つ

のグループに分けて、栄養グループ、運動グループ、子育てグループという３つに分けまし

て、年４回から６回、伝達講習等を実施していただきました。人数としては少ないんですけ

れども、事業の内容といたしましては、予定どおり実施できているものと考えております。

○加藤委員

それをもっときめ細かに健康等を考えた場合、やっていく必要もあるかと思いますので、そ

の人数が４０人までオーケーであれば、もう少し増やすような算段をして、きめ細かく多く

の方に講習等をできるようにしていただきたいと思いますが、その辺のことはいかがですか。
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○飛田健康管理課長

人員の確保策ですけれども、これにつきましては、誰でもいいというわけではなくて、健康

に関して意欲をもって、ほかの保健推進員さんとも協力して続けていっていただけるような

方にお願いしたいと考えております。

また、各種の健康教育ですとか伝達講習を今実際に行っているわけですけれども、その参加

者の方の中から、活動していただけそうな方にお声がけをしていったりですとか、あるいは

保健推進員の講習について、広報紙ですとかホームページ等で広くＰＲしていくことによっ

て、できるだけ人材の確保に努めてまいりたいと考えております。

○小髙副委員長

ほかに質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

次に、歳出９款教育費について、提案者の説明を求めます。説明は補正予算書の項目順にお

願いいたします。

○西貝学校教育課長
それでは、補正予算書の３１ページをごらんください。

９款教育費、１項教育総務費、３目教育指導費についてご説明いたします。

補正前の額から３４４万７千円を減額して、補正後の額を１億１千８３万８千円にしようと

するものです。

説明欄をごらんください。教育指導諸費２７１万５千円の減額は、４節共済費で特別支援教

育支援員、校内適応指導教室補助教員の保険料の確定に伴うものでございます。教育支援体

制整備事業費７３万２千円の減額は、４節共済費及び７節賃金で、発達障害支援アドバイ

ザーの保険料及び賃金の確定に伴うものでございます。

○川名教育総務課長

それでは、次の３２ページをお開きください。

２項小学校費、１目学校管理費についてご説明いたします。

補正前の額から４２万１千円を減額し、補正後の額を１１億２千９０３万１千円にしようと

するものです。

説明欄をごらんください。小学校空調設備整備事業費４２万１千円の減額は、１１節需用費

消耗品で、これは国庫補助金であるブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の事務費の交

付額が決定したことに伴う減額補正です。

○西貝学校教育課長

続きまして、２目教育振興費についてご説明いたします。

補正前の額から６０万２千円を減額して、補正後の額を７千９０４万２千円にしようとする

ものです。
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説明欄をごらんください。小学校教育振興費６０万２千円の減額で、１４節使用料及び賃借

料３５万９千円の減額は、陸上大会や音楽発表会、各小中学校の社会科見学等で利用するバ

ス借上料が、当初の見込額を下回ったため減額するものです。

○川名教育総務課長

それでは、引き続き補正予算書の３２ページをごらんください。

３項中学校費、１目学校管理費についてご説明します。

補正前の額から４８万９千円を減額し、補正後の額を９億１千５０２万円にしようとするも

のです。

説明欄をごらんください。中学校空調設備整備事業費４８万９千円の減額は、１１節需用費

消耗品で、これも小学校費と同様に、国庫補助金であるブロック塀・冷房設備対応臨時特例

交付金の事務費の交付額が決定したことによる減額補正です。

○関社会教育課長

続きまして、５項社会教育費につきましてご説明いたします。

初めに、１目社会教育総務費ですが、補正前の額から３９万３千円を減額し、補正後の額を

１億１千５６０万２千円にしようとするものです。

説明欄をごらんください。青少年健全育成費４０万４千円の減額は、８節報償費３９万円の

減額で、小学校３校の放課後子ども教室と体験型放課後子ども教室、子どもキラットスマイ

ル広場の指導員等謝礼の減額です。

３３ページをごらんください。

１８節備品溝入費１万４千円の減額は、昨年１２月に開設しました実住小学校放課後子ども

教室の備品購入費の減額です。青少年育成基金費１万１千円の増額は、２５節積立金で、青

少年育成基金運用益の積立金です。

○高橋図書館長

続きまして、３目図書館費につきましてご説明いたします。

補正前の額から２０４万６千円を減額し、補正後の額を１億４千２０２万円にしようとする

ものでございます。

説明欄をごらんください。図書館整備事業費２０４万６千円の減額につきましては、１３節

委託料、空調設備更新工事設計業務において、履行期限までにその業務が完了とならず、契

約を解除したため、２０４万６千円を減額補正するものです。

○西貝学校教育課長

続きまして、６項保健体育費、２目学校保健費についてご説明いたします。

補正前の額から１１１万２千円を減額しまして、補正後の額を３千４８９万７千円にしよう

とするものです。

説明欄をごらんください。学校保健管理費１１１万２千円の減額は、７節賃金３４万５千円

の減額は、給食補助員の賃金の確定に伴うものです。

１２節役務費３３万６千円の減額は、飲料水水質検査が入札により契約額が決定したためで
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す。

１３節委託料４３万１千円の減額は、児童・生徒及び教職員の健康診断の受診者が、当初見

込数より人数が少なかったためです。

○堀越スポーツプラザ所長

続きまして、４目スポーツプラザ費についてご説明いたします。

補正額の増減はございませんが、２０款５項３目雑入のスポーツ振興くじ助成金の補正に伴

い、財源内訳を、地方債及び一般財源に変更するものです。

以上で９款教育費補正予算の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○西貝学校教育課長

恐れ入ります。訂正と付け足しをお願いいたします。

予算書３２ページ、小学校振興費でございますが、先ほど使用料及び賃借料３５万９千円と

申し上げましたが、６０万２千円の間違いでございますので、訂正をお願いいたします。

続いて、３項中学校費、２目教育振興費でございますが、こちらの方は国庫補助金が１１８

万３千円減額になっておりますので、一般財源から１１８万３千円を充当するものでござい

ます。

以上でございます。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。

○京増委員

３１ページ、教育指導費についてですが、支援員等の保険料が減額になっているんですが、

これは予定の人数よりも減ったとか、そういうことがあるのかどうか、お伺いします。

○西貝学校教育課長

人数は変わっておりませんけれども、一人枠のところを二人でやっているところがございま

すので、その関係で保険料が必要のない部分が出ているためでございます。

○京増委員

二人でやるところを一人でやっているのか、ちょっとよく意味がわからなかったので。

○西貝学校教育課長

本来一人のところを二人で分担してやっているということでございます。５日間勤務のとこ

ろを、２日と３日に分けているということでございます。

○小髙副委員長

続けて質疑はありますか。

ほかに質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

次に、第２表繰越明許費補正１追加の内３款民生費について、提案者の説明を求めます。
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○市川子育て支援課長

それでは、大変申し訳ございません。補正予算書の６ページにお戻りくださいませ。

第２表繰越明許費補正１追加についてご説明いたします。

３款民生費、２項児童福祉費、児童福祉総務費１２５万円につきましては、第２期こども子

育て支援事業計画策定業務委託料でございまして、契約期間につきましては、来年３月２５

日まででございまして、本年度に全ての業務が完了することが困難であるため、翌年度に繰

り越すものでございます。

また、次の保育園施設整備事業費８２２万６千円につきましては、朝陽保育園の調理室改修

工事と、二州第一保育園のテラス改修工事に係る工事請負費でございまして、設計などに不

測の日数を要したことから、本年度中に完了することが困難であるため、翌年度に繰り越す

ものでございます。

以上で、第２表繰越明許費補正１追加の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

討論がなければ、これで討論を終了します。

これから議案第８号、平成３０年度八街市一般会計補正予算中、当委員会付託分についてを

採決します。

この議案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○小髙副委員長

起立全員です。議案第８号、平成３０年度八街市一般会計補正予算中、当委員会付託分につ

いては原案のとおり可決されました。

執行部の皆さんに申し上げます。

議案第６号、第７号、第８号に関係する職員は退室して結構です。

会議中ではありますが、ここで１０分間の休憩をします。

（議案第６号、第７号、第８号関係の執行部退席）

（休憩 午前１０時４９分）

（再開 午前１０時５８分）
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○小髙副委員長

再開します。

休憩前に続き会議を開きます。

議案第９号、平成３０年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてを議題とします。

この議案は、歳入歳出全款について、提案者の説明を求めます。

○吉田国保年金課長

それでは、議案第９号、平成３０年度八街市国民健康保険特別会計補正予算につきまして、

ご説明いたします。

補正予算書の１ページをごらんください。

この補正予算は、既定の予算に歳入歳出それぞれ２千４９万４千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ９１億６千１５６万４千円にしようとするものでございます。

では、事項別明細により、詳細についてご説明いたします。

予算書の９ページをごらんください。

まず、歳入でございますが、４款１項繰越金、２目その他繰越金は、補正前の額に２千４９

万４千円を追加し、補正後の額を２千４９万５千円にしようとするもので、平成２９年度決

算に伴う繰越金でございます。

次に、歳出でございますが、１０ページをごらんください。

６款１項１目基金積立金は、補正前の額から９千８３３万２千円を減額し、補正後の額を１

億３１３万７千円に、また、８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金は、補

正前の額に１億１千８８２万６千円を追加し、補正後の額を１億１千８８３万円にしようと

するものでございます。

８款３目償還金は、平成２９年度の療養給付費負担金及び特定健康診査保健指導負担金の額

の確定に伴い返還をするもので、この返還金の捻出にあたり、６款１目基金積立金において

前年度繰越金からの差額を減額するものでございます。

以上で平成３０年度八街市国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わらせていただきます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

討論がなければ、これで討論を終了します。
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これから議案第９号、平成３０年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてを採決し

ます。

この議案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○小髙副委員長

起立全員です。議案第９号は原案のとおり可決されました。

議案第１０号、平成３０年度八街市後期高齢者医療特別会計補正予算についてを議題としま

す。

この議案は、歳入歳出全款について、提案者の説明を求めます。

○吉田国保年金課長

続きまして、議案第１０号、平成３０年度八街市後期高齢者医療特別会計補正予算につきま

しては、ご説明いたします。

補正予算書の１ページをごらんください。

この補正予算につきましては、既定の予算に歳入歳出それぞれ８１９万２千円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ６億８１２万３千円にしようとするものでございます。

では、事項別明細により、詳細についてご説明いたします。

９ページをごらんください。

まず、歳入でございますが、１款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料は、補正

前の額に３２６万２千円を追加し、補正後の額を２億５千３３５万１千円に、また、２目普

通徴収保険料は、補正前の額に３１７万６千円を追加し、補正後の額を２億１千２０万５千

円にしようとするもので、これは現年分保険料の増額分でございます。

３款繰入金、１項一般会計繰入金、２目保険基盤安定繰入金は、補正前の額から６８万円を

減額し、補正後の額を１億３千１８２万５千円にしようとするもので、これは保険料軽減措

置に伴う県及び市の交付金が決定されたことにより、減額するものでございます。

４款１項１目繰越金は、補正前の額に２４３万４千円を追加し、補正後の額を４４３万４千

円にしようとするもので、これは平成２９年度後期高齢者医療特別会計決算に伴います剰余

金を計上するものでございます。

次に歳出でございますが、１０ページをごらんください。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金は、補正前の額に６９２万２千円を追加し、補

正後の額を５億９千８５４万６千円にしようとするもので、これは、現年度分の保険料の増

額や保険基盤安定負担金の確定などに伴い、広域連合の納付金を増額するものでございます。

３款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金は、補正前の額に１２７万円を追加し、補

正後の額を１２７万円にしようとするもので、これは平成２９年度の剰余金が確定したため、

一般会計への繰出金を計上するものでございます。

以上で平成３０年度八街市後期高齢者医療特別会計補正予算の説明を終わらせていただきま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

討論がなければ、これで討論を終了します。

これから議案第１０号、平成３０年度八街市後期高齢者医療特別会計補正予算についてを採

決します。

この議案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○小髙副委員長

起立全員です。議案第１０号は原案のとおり可決されました。

議案第１１号、平成３０年度八街市介護保険特別会計補正予算についてを議題とします。

この議案は、歳入歳出全款について、提案者の説明を求めます。

○田中高齢者福祉課長

それでは、議案第１１号、平成３０年度八街市介護保険特別会計補正予算につきまして、ご

説明いたします。

補正予算書の１ページをごらんください。

この補正予算は、既定の予算に歳入歳出それぞれ４７８万６千円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ４６億５千３０１万１千円にしようとするものでございます。

詳細につきましては事項別明細によりご説明いたします。

補正予算書の９ページをごらんください。

まず最初に、歳入でございますが、３款国庫支出金、２項国庫補助金につきましては、６目

保険者機能強化推進交付金に４３０万８千円を計上しようとするものでございます。これは、

自立支援重度化防止等に関する市町村の取り組みに対する交付金でございます。

６款財産収入、１項財産運用収入につきましては、１目利子及び配当金に４７万８千円を追

加し、補正後の額を４７万９千円にしようとするものでございます。これは、介護給付費準

備基金３億３４０万円をちばみらい農業協同組合八街支店に預け入れした積立金利子４７万

８千円でございます。

次に、歳出でございますが、１０ページをごらんください。

３款地域支援事業費、２項一般介護予防事業費につきましては、１目一般介護予防事業費の

財源内訳を補正しようとするもので、一般財源から１５０万５千円を国・県支出金へ組み替
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えを行うものでございます。

３款地域支援事業費、３項包括的支援事業費・任意事業費につきましては、１目地域支援事

業費の補正額の財源内訳のうち、一般財源２８０万３千円を国・県支出金へ組み替えを行う

ものでございます。

４款基金積立金、１項基金積立金につきましては、１目介護給付費準備基金積立金に４７８

万６千円を追加し、補正後の額を１億８千１９６万２千円にしようとするものでございます。

これは、全額が２５節積立金でございます。

以上で平成３０年度八街市介護保険特別会計補正予算の説明を終了させていただきます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。

○京増委員

９ページ、歳入についてですが、国庫支出金で保険者機能強化推進交付金４３０万８千円が

増額になっているんですけれど、この保険者機能の強化というのは、どういうわけで国から

入ってきたのか。何か、その入ってきた理由についてお伺いします。

○田中高齢者福祉課長

こちらの交付金につきましては、平成３０年度から新たに設けられたものでして、保険者機

能の強化推進交付金、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の改正によりまして、

国が市町村及び都道府県に対しまして、自立支援重度化防止等に関する取り組みを支援する

ための交付金となっております。

○京増委員

新しくできたということですが、これは交付額について、算定の仕方というのはどうなって

いるんでしょうか。

○田中高齢者福祉課長

交付額の算定方法につきましては、各市町村の評価指数ごとの加点数に第１号の被保険者数

を掛けまして、それにより算出された点数が、全国の全市町村の算出点数×第１号被保険者数
の合計に占める割合に応じて、予算の範囲内で交付されるものです。

また、予算につきましては、全国で２００億円ありまして、そのうちの約１０億円が都道府

県の取り分となりまして、残りの約１９０億円を市町村で分けるようになります。

○京増委員

これは、人口とかそういうことで決められて、例えば各自治体がこういうところで努力した

から差を付けるとか、そういうものではないと、そういうふうに解釈してよろしいですか。

○田中高齢者福祉課長

これは、行った取り組みに対する市町村が努力すればするほど交付金をいただけるような形

になっておりますので、各取り組みによって点数が決められておりまして、それに第１号被

保険者数を掛けるということになっております。
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○京増委員

これは、今後も交付されると思うんですけれど、各自治体の取り組みによって差を付けると

いうことであれば、八街市の取り組みがいかに評価されているかと、そういうことがすごく

大事になると、そういうことなんですか。

○田中高齢者福祉課長

そのとおりになります。

○小髙副委員長

ほかに質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

討論がなければ、これで討論を終了します。

これから、議案第１１号、平成３０年度八街市介護保険特別会計補正予算についてを採決し

ます。

この議案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○小髙副委員長

起立全員です。議案第１１号は原案のとおり可決されました。

会議中ではありますが、ここで１０分間の休憩をいたします。

再開後は議案第１５号、議案第１６号、議案第 1７号の審査を行います。
（休憩 午前１１時１３分）

（再開 午前１１時２１分）

○小髙副委員長

再開します。

休憩前に続き会議を開きます。

議案第１５号、平成３１年度八街市国民健康保険特別会計予算についてを議題とします。

この議案は、歳入歳出全款について、提案者の説明を求めます。

○吉田国保年金課長

それでは、議案第１５号、平成３１年度八街市国民健康保険特別会計予算につきまして、ご

説明いたします。

まず、予算書の２５ページをごらんください。

平成３１年度当初予算の歳入歳出予算の総額を、第１条におきまして、歳入、歳出それぞれ

８８億３２３万６千円と定めるもので、前年度と比較し、３億３千７８３万４千円、３．７
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パーセントの減でございます。

この減額の主な理由は、歳入におきまして、被保険者の減少に伴う収税額の減額と、歳出に

おきましては、医療給付費の減少に比例し、県からの交付金が減額となっていることによる

ものでございます。

第２条は、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、２９ページの第２表債務負担行為によるものとするものでございま

す。

第３条の一時借入金は、一時借り入れをしなければならない事態が生じた場合の対応として、

その限度額を１５億円と定めるものでございます。

第４条は、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合について定めるもので

ございます。

それでは、事項別明細書によりご説明をいたします。

３１３ページをごらんください。

初めに歳入でございますが、１款国民健康保険税は、２０億６千８２０万２千円の計上で、

前年度と比較し、１億１千９３８万３千円、５．５パーセントの減でございます。

１項１目の一般被保険者国民健康保険税は、２０億５千５０５万４千円で、前年度と比較し、

１億９７万５千円、４．７パーセントの減でございます。

２目退職被保険者等国民健康保険税は、１千３１４万８千円で、前年度と比比較し、１千８

４０万８千円、５８．３パーセントの減でございます。

３１４、３１５ページに移りまして、２款県支出金は、款合計で６１億１千８２５万６千円

の計上で、前年度と比較し、２億５２８万６千円、３．２パーセントの減でございます。こ

れは、１目保険給付費等交付金が、被保険者数に比例し医療給付費の減少によりまして、県

からの交付金が減額となったことによるものでございます。

３款繰入金は、款合計で５億６千８５０万２千円の計上で、前年度と比較し、１千７９４万

２千円、３．１パーセントの減でございます。

１項一般会計繰入金は、保険基盤安定、出産育児一時金などに対します一般会計からの繰入

金で、２項財政調整基金繰入金は、存目計上でございます。

４款繰越金は、前年度と同額の２千円で、同じく存目計上でございます。

次の３１６、３１７ページに移りまして、５款諸収入は、款合計で４千８２７万４千円の計

上で、前年度と比較し、４７７万７千円、１１．０パーセントの増でございます。

１項延滞金及び過料が３千１２７万１千円、２項雑入が、第三者行為による医療費納付金な

どの１千７００万３千円でございます。

続きまして、歳出についてご説明をいたします。

３１８、３１９ページをごらんください。

１款総務費、１項総務管理費は、２千６１１万２千円の計上で、１目一般管理費２千３４９

万円の主なものは、１２節役務費・通信運搬費として、保険証等の郵送料５４７万６千円、
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１３節委託料として、国民健康保険団体連会で行っております診療報酬明細書の電算共同処

理業務委託料５９２万２千円、国保情報集約システム改修業務委託料３９６万円などが、そ

の主なものでございます。

２目連合会負担金２６２万２千円は、千葉県国民健康保険団体連合会への負担金でございま

す。

次に、２項徴税費は、１千３２４万円の計上で、国保税の賦課徴収に係る諸経費でございま

す。

３２０、３２１ページに移りまして、３項運営協議会費１６万１千円は、国民健康保険運営

協議会員１６名分の報酬でございます。

４項趣旨普及費３２万円は、国民健康保険に関する啓発用パンフレットなどの購入費でござ

います。

２款保険給付費は、一般及び退職被保険者等に係る療養給付費等を、過去の実績に基づきま

して、款合計で６０億７千２６５万８千円を計上いたしました。前年度と比較しまして、２

億６千１８３万５千円、４．１パーセントの減でございます。

１項療養諸費５３億９０２万４千円は、現物給付となる療養給付費や現金給付となる療養費

及び診療報酬明細書の審査支払手数料で、前年度と比較し、１億９千９２９万円、３．６

パーセントの減でございます。

３２２、３２３ページに移りまして、２項高額療養費は、一般被保険者及び退職被保険者等

の高額療養費として、７億１千４３１万１千円の計上で、前年度と比較し、４千８７３万８

千円、６．４パーセントの減でございます。

３項移送費２千円は、前年度と同額の存目計上でございます。

４項出産育児諸費は、年間１００件分の出産育児一時金及び直接払いに対する手数料を見込

みまして、４千２０２万１千円を計上いたしました。

５項葬祭諸費は、年間１４６件分を見込み７３０万円を計上したところでございます。

３２４、３２５ページに移りまして、３款国民健康保険費納付金は、国民健康保険制度の広

域化に伴いまして、県が市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮したための納付金で、前

年度と比較し、８千９６５万４千円、３．６パーセント減の２４億１６５万２千円を計上い

たしました。

その内訳につきましては、１項医療給付費分といたしまして１５億９千２３１万７千円、２

項後期高齢者支援金等分としまして６億６４２万円、３項介護納付金として２億２９１万５

千円でございます。

４款共同事業拠出金２千円の計上は、年金受給者のデータから、退職者医療制度該当者を抽

出するための事業拠出金でございます。

３２６、３２７ページに移りまして、５款保険事業費は、１項特定健康診査等事業費に特定

健康診査及び保健指導に要する経費といたしまして４千８７４万６千円を、２項保健事業費

に医療費通知、ジェネリック差額通知の経費や人間ドック・脳ドック助成事業の経費といた
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しまして１千１５６万円を計上いたしました。

６款基金積立金は、歳入歳出の差額２億１千４７万円を、財政調整基金に積み立てるもので

ございます。

７款公債費は、国保特別会計において、最低現金額が不足した場合に、一般会計財政調整基

金などを振替えて運用する際の利子として、前年度と同額の３００万円を計上したものでご

ざいます。

３２８、３２９ページに移りまして、８款諸支出金につきましては、款合計で１千３１万５

千円を計上いたしました。

１項償還金及び還付加算金１千３１万４千円は、過年度分の国民健康保険税過誤納還付金及

び還付加算金などでございます。

２項繰出金１千円は、一般会計の繰出金で存目計上でございます。

９款予備費５００万円は、前年度と同額の計上でございます。

以上で平成３１年度八街市国民健康保険特別会計予算についての説明を終わらせていただき

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。

○京増委員

平成３０年度から、国保の広域化が始まったんですけれど、国保運営について今までとどの

ように変わったのか。例えば少しは運営がよくなったのか、それとも変わらないのか、そう

いう点について、まずお伺いします。

○吉田国保年金課長

広域化になったことによりまして、その市町村でかかった医療費につきましては、県の方か

ら全てまいりますので、これまでと違って、医療費給付ということに関しては、安定をして

いるかと思います。

ただ、それに伴ういろいろな事務関係につきましてはかなり増えてきておりますので、そう

いった事務を行うにあたって、職員の負担というのは多少多くなっているかなという感じは

いたします。

○京増委員

医療費は県が出してくれるので、その点は安心感があるような、そういう答弁でした。だけ

れど、職員には負担がかかっているというような点では、今までも職員の皆さんは大変だっ

たわけですから、そこは改善が必要かと思います。

それで、順次お伺いします。

平成２９年度と収納率についてですけれど、平成３０年度の収納率は平成２９年度と比べて、

どういう状況になりそうなのか、まず見通しをお伺いします。

○吉田国保年金課長

収納率というご質問ですが、昨年度、平成２９年度の現年度分の最終的な収納率につきまし
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ては、８５．８６パーセントという状況でございました。本年度はどうかということですが、

ちなみに昨年度の同時期、この１月時点で比較をしてみますと、昨年度、いわゆる平成２９

年度、平成３０年１月の時点でいきますと、現年度分で６６．４２パーセント。今年の１月

の時点でいきますと６７．４１パーセントということで、約１パーセント弱ですが、昨年度

の同時期と比べれば増えているという状況ではございますので、最終的に終わってみないと

わかりませんけれども、ほぼ昨年並みぐらいの収納率で落ちついてくれればなというように、

担当課としては考えております。

○京増委員

収納率については、はっきりはまだわからないが昨年度並みではないかということですが、

ただ、八街市の収納率は今までも県下最低クラスだったということでは、広域化になっても

この根本は変わらないと。それは、住民の皆さんの負担能力を超えている、そういう保険税

になっているということだと思うんですが、本市の国保税は印旛郡市の中で、どのぐらいの

位置を占めているのか、その点についてお伺いします。

○小髙副委員長

吉田課長、今の質問に答えられますか。

○吉田国保年金課長

本市の保険税につきましては、いろいろの議論があるところですが、確かに委員のおっしゃ

るとおり、県下の中でも本市の保険税につきましては割と高い位置に、位置をしているかと

いうふうに思います。

○京増委員

印旛郡市の中でも高いと、一番高いんじゃないんですか。

○吉田国保年金課長

委員のご指摘どおり、一番高い位置に位置しているかと思います。

○京増委員

本市では、国保税の収納率は本当に県下でも最低クラスが続いておりまして、過去にも、そ

のためにペナルティーを受けてきて、国保財政は大変な上にさらに大変な状況で運営してき

ました。

そういう中で、国保加入世帯の収入は増えておりません。ですから、国保税の軽減世帯は増

加しております。平成２９年度の軽減世帯について、世帯の数をお伺いします。

○吉田国保年金課長

平成２９年度の数字で申し上げますと、軽減対象人数といいますと１万１千８９人でござい

ます。

○京増委員

世帯ではどうでしょうか。

○吉田国保年金課長

世帯数で申し上げますと、６千４９１世帯でございます。
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○京増委員

ということは、国保加入世帯の５０パーセントを超えておりますね。

○吉田国保年金課長

４９．何パーセントというところですので、ほぼ半分近くにはなろうかと思います。

○京増委員

ただいまの答弁のように、本当に八街市の国保加入世帯の所得は少ない。そして、軽減がさ

れていても払えきれない状況になっております。

先日の議案質疑の中でも、所得ゼロ円から１００万円未満の滞納世帯は３９．１パーセント、

こういう答弁がありました。恐らくこの所得の多くが軽減を受けているとは思うんですけれ

ど、結局軽減がされていても滞納になっているということは、所得がない方、所得ゼロ円で

も負担をしなければいけない。こういうところに問題があると思います。結局、負担能力を

超える国保税となっている。だから収納率が上がらないということになると思うんです。で

すから、これは、私は一刻も早く減免制度をつくって、国保税を払えきれないほどの低所得

者に対しては、そういう制度をつくっていかなければならない。命、健康にもろに関わって

くる。そういうことをまず申し上げておきたいと思います。

それでお伺いしたいのは、平成３０年度の収納率の見込みについては同程度だったんですが、

恐らく低所得世帯の収納率が悪いということには変わりはないと思うんですけれど、この点

については、今後どのようにされようとしているのか、どのように対応されようとしている

のか、お伺いします。

○吉田国保年金課長

低所得者に対する減免なり軽減というお話かと思うんですが、先日の京増議員からの一般質

問の中でもお答えをしましたとおり、前々から懸案となっております生活保護法基準による

軽減というものについては、今現在、他の自治体のものを参考にしながら、私どもの方で今

内容を精査しているところでございます。そういった部分で、今後その軽減なり減免という

ものにつきましては、他の自治体等の状況も参考としながら、検討してまいりたいというふ

うに考えております。

○京増委員

その方向によって、助かる方たちがたくさんいらっしゃると思うんですが、今年度中にそれ

はできそうなのか伺いします。すみません、新年度中に。

○吉田国保年金課長

今の時点で、いつからというふうには明確には申し上げられませんけれども、なるべく早い

時点でその内容を精査した上で、市の国保の運営協議会の方にも諮るといいますか、意見を

伺う必要がございますので、できるだけ新年度、来年度中にその内容については方向性を定

めてまいりたいというふうには考えております。

○京増委員

八街市の収納率は県下でも最低クラスなわけですから、もうやらなければならない、率先し
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てやらなければならないそういう街だと思いますので、ぜひ最初の協議会に出していただき

たいと思います。

次にお伺いしますのは、保険税を滞納しておりますと保険証が手元に届かない。または資格

証になっていく。そういうふうになって、病院から遠ざけられる結果となるんですけれど、

保険証滞留の原因と状況について、お伺いします。

○吉田国保年金課長

滞留世帯に対してということだと思うんですが、当然、そういったものの未受領分につきま

しては、こちらから送らないというわけではなくて、送った上で、受け取られずに戻ってき

たものというもののございます。

その戻ってきた方につきましては、さらにはがきによりとりに来てくださいというような通

知につきましては、当然私どもの方で出して、ご本人様の方には周知を図っているところで

もございます。

また、中には本人からの申し出によりまして、留守がちなので自分から窓口に行きますから

というような申し出があって、本人が窓口に来たときに手続をするというような方もいらっ

しゃいますが、そういった方については、なかなかお仕事が忙しいのかどうか理由は定かで

はございませんけれども、本人に窓口にお越しいただけないというようなケースもございま

して、その理由はさまざまでございますが、こちらの方としても、そういった未受領の方に

つきましては、取りに来てくださいということで、はがきなりの周知はしているところでご

ざいますので、ご理解をいただきたいと思います。

○京増委員

保険証滞留の場合は、国保税を滞納して短期保険証になっている方々が滞留になっているわ

けですから、これも国保税を払えないということに関係していると思うんですが、この理解

でよろしいですか。

○吉田国保年金課長

当然、その大半の方が保険税なりを滞納されている方が多いということもあろうと思います

が、通常の保険証も戻ってくる方もございますので、うちの方へ滞留している世帯全員が滞

納されているということではなくて、通常の保険証も受け取りができずに戻ってきていると

いうこともありますので、その辺は全員が滞納者だということにはならないかと思います。

○京増委員

では、その中で通常の保険証というのは、どのぐらいの割合を占めるんですか。

○吉田国保年金課長

大変申し訳ありません。数字的なものは出しておりませんが、確かに件数とすればそれほど

多くはない。通常の保険証の場合ですね。もちろん短期なりの、あるいは資格証というもの

は戻ってきているというのが大半ではありますけれども、通常の保険証もうちの方で戻って

きているものもあるということで、ちょっと件数までは、申し訳ないですけれども把握して

おりません。
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○京増委員

滞留になるのは、その多くは保険料を払えないと、滞納をせざるを得ない、そういう方が多

いという、そういう答弁だったと思います。やはり、ここも払える国保税にしなければいけ

ない。これが本当に求められていると思います。

それから、資格証ですけれど、滞留の場合には、市の方に申し込めばすぐにもらえるような

状況にあると、もちろん国保税も払ったようですけれど、あると思うんですが、資格証の場

合は、もう保険証がないから病院に行けない。行きたくとも行けない、そういう方たちが多

いと思うんです。たまたま何かのあれで私どもにつながるというようなことで、すぐもらい

に行きましょうということができるんですけれど、多くの方は、本当にそういう方法も知ら

ない。一般質問の中でも、市長から相談に来られればちゃんと保険証は出しますというよう

な答弁があったんですけれど、病気を重くしない、病院にかかれるようにしていくためには、

私はこの資格証明書というのは発行してはならないと思うんですが、ぜひこの資格証明書の

発行をやめていく、そういう方向で取り組んでいただきたいんですが、この点についてはい

かがでしょうか。

○小髙副委員長

京増委員に申し上げます。発行についてのでなく、予算についてあるべき質問をしていただ

きたいと思うんですが、もう一度質問をお願いいたします。

○京増委員

今は国保税の問題で質問をしております。そして、国保税は払える方もあるし、払えない滞

納の方もあるということで、これはその問題点をきちんとしておかないと、市民の命を守る

ことができないというところで、保険証がないために命を縮めてしまう。そういうことが

あってはならないわけですから、聞いております。

その資格証明書の発行については、今後どのようなお考えなのか、市長にお伺いしたいんで

すけれど、この点についてはいかがでしょうか。

○吉田国保年金課長

短期保険証あるいは資格証明書についてということだと思いますが、これにつきましては、

私どもも国民健康法に基づきまして、納税相談もないあるいは納付が困難なやむを得ない事

情がない場合に交付をしているものでございまして、当然その保険税を滞りなく納付されて

いる方との公平性、あるいは国民健康保険制度の健全財政というものを堅持していくために

は必要ではないかと考えておりますし、これは県内のどこの自治体でも行っているものだと

いうふうに理解をしております。

また、資格証明書を交付する前に、短期保険証を交付する、あるいはその資格証明書の交付

世帯であっても、医療機関の方へ受診をしたいという相談があった場合には、当然私どもも、

まず命を守るということが大事ですから、そういった際には、短期保険証というものを交付

するといった柔軟な対応に、窓口の方では努めているところでございますので、ご理解をい

ただきたいと思います。
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○京増委員

資格証明書については、今のような答弁を一般質問の中でもいただきました。それは相談に

来れば、来れば渡しますよというところはいいんです。それはむしろ当然かなと思うんです

けれど、しかしそれを知らずに、渡してもらえるということを知らないで、病気を悪化させ

るということがあってはならないわけです。しかも八街市の交付率は年々高くなっています

ね。市原市かどこかはその交付を減らしていく、新しく交付をしないというような市もある

わけですから、そういうことも必要だと思います。

そして、もしも今言われたような答弁の中身を続けるのであれば、ぜひ相談に来てくだされ

ば資格証でなくて保険証を渡せますよと、そういうお知らせをする必要があると思うんです

が、その点についてはいかがでしょうか。

○吉田国保年金課長

全部相談にきてくれたものが、全て資格証から短期保険証になるかというところもあるかと

思います。当然その内容の聞き取りをさせていただいた上で、それが納付が困難なやむを得

ない事情にあたるのかあたらないのかといったところを判断した上で、相談に来ていただく

中でも、場合によってはその資格証明書ということも、場合によってはあり得るかと思いま

す。ですので、その辺の周知の仕方というのは非常に、窓口に来てさえくれれば、資格証明

書じゃなくて短期保険証を出しますよといったような趣旨というのは、ちょっと難しいのか

なと思いますのが、基本的には、窓口の方に相談に来ていただけないことには先に進みませ

んので、そういった意味での広報のあり方というのは、ちょっとうちの方としても、検討し

ていきたいというふうに思います。

○京増委員

八街でも、実際に保険証を持っていない方が入院した翌日に亡くなったと、こういうことを

私はじかに経験して、本当に資格証ではだめだと私は思うんですね。ですから、この資格証

をいかになくしていくか。なくさないのであれば、いかに病院にかかれるかということを知

らせていく、そういうことを強く求めておきたいと思います。

次に３１４ページ、保険者等交付金についてお伺いします。この保険者等交付金は、前年度

よりも約２億５００万円減額ですが、この理由は何なのでしょうか。

○吉田国保年金課長

この減額の大きな要因ですが、これは給付金に係る交付金の部分がかなり多くを占めており

ますので、その被保険者数の減少によりまして給付金額が減っておりますので、その実績を

ベースにした形の中で、私どもは予算計上をさせていただいております関係で、さらに被保

険者数の減少を考えますと、この辺の交付金につきましては減額計上をせざるを得ないとい

うところでございます。

○京増委員

これは、保険料についても被保険者数が減っているということでの関連であると思います。

そういう中で、病気が重症化している、また難しい病気になっている、そういう方たちは増
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えていないのかどうか、お伺いします。

○吉田国保年金課長

大変申し訳ありませんが、そこまでの検証は私どもとしてもしておりません。

○京増委員

この保険者給付費等交付金の中で、次の特別交付金がございます。その中の保険者努力支援

分についてのご説明をお願いいたします。

○吉田国保年金課長

この保険者努力支援分につきましては、いわゆる保険者の方でさまざまな事業を実施した場

合に、県の方からその分のいわゆる交付金、支援金がプラスでもらえるというものでござい

ますけれども、では、具体的にどういった内容がその評価指標にあたるのかというところで、

幾つか代表的な例を申し上げさせていただきますと、特定健康診査や特定保健指導の受診率、

あるいはがん検診等の受診率、実施状況です。それから糖尿病等の重症化予防に対する取り

組みの実施状況、あるいは後発医薬品の促進の取り組みあるいはその使用割合、また保険税

の収納率の向上の状況、それから医療費通知を送付するなどの取り組みに対する状況等々、

まだほかにも幾つかございますけれども、代表的な評価指標といたしますと以上のようなも

のでございます。

○京増委員

この支援分については、八街市の健康増進策がいかに進められるかということも、大きな影

響があるということですが、この八街市の新年度、２千２１９万３千円というのは、ほかの

自治体と比較してどのような位置にあるのか、お伺いします。

○吉田国保年金課長

今年度の計上の額がどういった位置になるのかというのはわかりませんが、昨年度の交付の

実績で八街市がどの辺にいるかというところで考えてみますと、八街市の場合、この努力支

援の部分に関しましては、現状としてその得点がなかなか得られていないというのが実情で

ございます。

先ほど申し上げた中でも、特定健診ですとか保健指導の実施率、あるいは糖尿病等の重症化

予防への取り組みということについては、まだ本市の方としては取り組めていないという状

況もございますので、そういった部分では非常に得点がとれないという状況の中で、昨年度

は県内５４市町村中で５０番目という状況でございます。

○京増委員

県が求める努力に対し八街市は大体５０番目ぐらいと、本当に下から数えた方が早い位置に

あると。ですから、今後しっかりと取り組んでいかなければならないと思います。特に、健

診率の向上、糖尿病対策など、市民の幸せにつながるそういう方向だと思います。

ぜひ、真剣に取り組んでいただきたいんですが、今までも真剣に取り組んでいただいている

んですけれど、やはり県が評価するという方向も、それは当たっている部分がある。それは

特定健診率などを比べてもそうなっておりますので、その点について、どのような取り組み
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方をしていくのか、その方針を伺います。

○吉田国保年金課長

この努力支援制度につきましては、いろいろ項目がある中で、さらにその項目の達成の基準

というものがかなり細かく求められております。したがいまして、その事業を実施している、

実施していないということだけではなくて、どの程度まで受診率を高めれば何点もらえると

か、そういうふうなことになっていますので、今本市の現状を考えますと、正直、新たにこ

の得点を大きく加算できるというような事業に取り組めるというところは、正直難しいかと

思います。

ただ、そういった中でも、こういった部分で得点がとれませんと、当然この辺は県からいた

だける交付金等に影響が出てまいりますので、できるだけ実施できる事業から着実に進めて

まいりたいというふうに考えております。

○小髙副委員長

会議中ではありますが、ここで昼食のため休憩いたします。

午後は１時１０分から再開いたします。

（休憩 午後 ０時０１分）

（再開 午後 １時０８分）

○小髙副委員長

再開します。

休憩前に続き会議を開きます。

引き続き質疑を許します。

○山田委員

それでは、３１５ページ、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金の３節出産育児一時金

繰入金ですけれども、こちらは何人分の数字でしょうか。

○吉田国保年金課長

この出産育児一時金につきましては、年間１００件分の計上でございます。その１００件分

に係る経費の、これは繰入金ですので、その経費の３分の２を計上しているものでございま

す。

○小髙副委員長

ほかに質疑はありませんか。

○京増委員

一般会計繰入金についてですが、現在、国保が広域化になって、県はその他一般会計からの

繰り入れはやらないようにという指導をしているわけですけれど、八街市のように本当に収

納率が低い、そういったときに対して、少しでも国保税を軽減していくというような点で、

その他一般会計繰越金を幾らかでも、本当に所得が低い方たちに対してできないだろうか、

その点についてお伺いします。

○吉田国保年金課長
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ここの一般会計繰越金のところで計上させていただいておりますのは、法定の中で一般会計

から繰り入れることが認められているものでございますので、それにのっとった形で計上し

ております。

○京増委員

計上されているのは確かにそうですけれど、県の方は廃止していくという、そういう指導を

やっているものよくわかっています。しかし、２０１５年４月１６日の政府答弁では、国保

会計への公費繰入は自治体でご判断いただくと、こういう答弁があるんですね。ですから、

できないわけではないので、八街市の今の国保税を払えきれない低所得者の方々に対しての

何らかの解決策、制度外繰入ですべきではないけれど、私はこのように思うんです。市長、

この点についていかがでしょうか。

○北村市長

その件につきましては、全国市長会でも決議、要望しておりまして、特に低所得者層に対す

る負担軽減策を強化するとともに、低所得者を多く抱える保険者への支援に強化するという

ことで、国に要望しておるところでございます。

○京増委員

全国市長会も１兆円の公費負担をということで要望もしてくださっているし、住民の状況を

一番よくわかっている団体がそのように要求してくださるということは、本当に住民の皆さ

んも心強いと思いますので、今後ともぜひ強く要望していただきたいと思います。

次に３１６ページ、諸収入についてお伺いします。

一般被保険者延滞金についてですが、右側の説明の一番上、保険税延滞金ですが、新年度は

３千万円となっています。前年度は２千８００万円だったんですが、この３千万円というの

は、何人分なのかお伺いします。

○吉田国保年金課長

ここの延滞金の計上でございますけれども、何人という形の計算でなくて、今年度の実績を

ベースにした形の中で、その伸びを勘案した中での計上ということですので、特に何人分と

いうことで積算をしているわけではございません。

○京増委員

何人分というのはしていないということですが、国保税を滞納している方がさらに延滞金を

とられるということになれば、生活困窮に陥ってしまうという点では、この延滞金が生じる

前に、ぜひとも皆さんのご相談に乗っていただきたいと、これは強く要望しておきたいと思

います。

○小髙副委員長

ほかの方で質疑はございますか。

京増委員、続けてください。

○京増委員

次に３２１ページですが、一般療養費、一般被保険者の療養給付費についてですが、これは
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国保の加入者が少なくなっているというようなことで予算の減額ということはわかるんです

が、それにつれて国、県の支出金も昨年よりは減っているようですが、国はもっと負担をす

べきではないかと思うんですが、国の考えについてはどうなんでしょうか。

○小髙副委員長

答弁できますか。

○吉田国保年金課長

国あるいは県、市でその負担する割合というのが決まっておりますので、当然それ以上に国

の方から交付金といいますか、それをいただくというのは法定上難しいのではないかと。そ

の決められた額というものについては、当然国の方からうちの方はいただけるというように

理解しております。

○京増委員

国の割合も決まっているということで難しいということでした。今のところしようがないの

かもしれませんけれど、国の負担は増やさなければ、国保税の引き下げになかなかつなげら

れないというところでは、今後も国の負担増を求めていただきたいと思います。

それから、保険給付費の出産育児一時金ですが、先ほども山田委員から質問が一部ありまし

たけれど、今回前年度よりも１千２６０万７千円減額ですが、この点についての説明をお願

いいたします。

○吉田国保年金課長

この出産育児一時金につきましては、確かに前年度比で見ますと予算の方は減少しているわ

けですが、平成２９年度の実績で言いますと、この件数が８１件でございました。そういっ

たこともありまして、今回１００件分を見込んでいるわけですけれども、その件数で概ね平

成３１年度は足りるのではないかというふうに考えております。

○小髙副委員長

ほかに質疑はありますか。

○京増委員

次に３２５ページ、国民健康保険費の納付金ですが、介護保険納付金分について、４千６６

３万８千円の減、この理由についてお伺いします。

○吉田国保年金課長

ここで計上してございますのは、広域化に伴って各県下市町村が県の方に納付するその納付

金を計上させていただいているものですが、その内訳につきましては、３２４ページから記

載をしておりますとおり、医療給付に係る部分、それから後期高齢者支援金に係る部分、そ

して介護納付金に係る部分という形の、３つの柱になっているわけですけれども、この額に

つきましては、いずれも県の方が標準保険料というものを算定した中で、各市町村の方に振

り分けられておりますので、その大きな要因というのは、被保険者の減少、また医療費の減

によるものだというように理解をしております

○京増委員
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被保険者が減っていくというような、そこはよくわかりました。

あと、４０歳以上の国保への加入者が増えたりすると、またこの納付金というのは増えるの

かと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。

○吉田国保年金課長

必ずしも、そういうことになってもこの納付金額が増えるということにはならないかと思い

ます。

○京増委員

３２６ページ、特定健診事業費についてですが、八街市の前年度の受診人数、それから新年

度の見込みについてお伺いします。

○吉田国保年金課長

特定健診の受診の実績でございますが、平成２９年度におきましては、健診者が全部で４千

６５８人。平成３０年度ですが、今現在におきまして人数が４千２６１人でございます。

○小髙副委員長

見込みを聞いたんじゃなかったでしたか。どのくらいを見込んでいるのかという質問でした。

○吉田国保年金課長

申し訳ありませんでした。新年度の予算計上におきましても、概ね前年度並みで考えた形の

中で計上しております。

○京増委員

前年度並みということは、平成２９年度が４千６５８人、そうすると平成３０年度がわから

なければあれですけれど、平成３０年度はもう結果は出ているんでしょうか。

○吉田国保年金課長

平成３０年度はまだ全部、今年度は申し訳ありません、今の段階で４千２６１人ということ

で、先ほど申し上げたとおりで、予算計上をした際には、計画人数は概ね６千人で見ていま

すので、平成３０年度は６千人で見ているところを、平成３１年度も概ね前年度並みで計画

人数は６千人ということで予算計上はさせていただきました。

○京増委員

八街市は健診率が本当に低くて、これは引き上げていかなければいけないと思うんですが、

なぜ受診率が低いのかと、健診率が低いのかという点を考えなければいけないと思うんです

が、その点について、市民要望を聞いていく必要があると思うんですが、どのように聞いて

きたのか。それともそういう要望は聞いていなかったのか、その点についてお伺いします。

○吉田国保年金課長

大変申し訳ありませんが、健診が終わった後に、その健診を受診された方に対して、特にア

ンケートをとるとかということは、現在のところ行っておりません。

確かに、八街市の場合は健診の受診率というものが非常に低いわけですけれども、地域性も

あるかと思いますが、忙しい中でしかも元気だから大丈夫だとか、通常お医者さんの方に

通っているので特に健診を受けなくても大丈夫といったような声をよく聞くことがあります。
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そういった中で受診が伸びないということもあるかと思いますけれども、そういった中で今

回新年度の予算を計上させていただきましたが、いわゆる人工知能を使った形の中の受診勧

奨というものの予算を計上させていただきましたので、そういった中で、なるべく受診率が

少しでも向上できるように、事業の方を進めてまいりたいと考えております。

○京増委員

忙しいとか病院にかかっているというようなことは、ほかの市町村でも同じようなことがあ

ると思うんですね。そういう中では、これから国保に対して、県の交付金もいかに自治体が

努力しているかというところを見られるわけですし、病気予防ができなければ市民にとって

本当に幸せなことでございます。どういう健診項目があれば受けるのかとか、そういうこと

もぜひ研究をしていただきたいと思います。

次に、次ページですが、人間ドック助成金についてです。これには脳ドックも入っているん

ですけれど、受診率についてお伺いします。

○吉田国保年金課長

人間ドックの助成の件数の推移でございますけれども、平成２７年度から申し上げますと、

平成２７年度が２４０件、平成２８年度が２５５件、平成２９年度が３０１件、本年度は申

し訳ございません、現状のところではまだ集計の方ができておりません。

○京増委員

脳ドックについては、結構受診者が増えているということでは、やはり受診項目に魅力があ

るのかなと。もちろんいろいろ調べることができるわけですから、きっと調べたいという要

望に応えることができているんだろうと思うんですが、ぜひこの点についてもしっかりと予

算がちゃんと使われるように、多くの方が受診できるようにということで、さらに宣伝など

も、お知らせなどもしていただきたいと思います。

以上です。

○小髙副委員長

ほかに質疑はありませんか。

○山田委員

では、３２０ページ、１款総務費、３項運営協議会費、１目運営協議会費、１節報酬につい

てお聞きします。

先ほど１６名の委員ということでお話がありましたが、こちらの運営協議会はどのような形

で開催されているのか、日数等を含めて、私は不勉強なものでお聞かせ願えればと思います。

○吉田国保年金課長

この運営協議会につきましては、開催を年２回ほど予定しております。そういう中でご審議

いただく内容につきましては、例えば条例改正等々を要するような事案が発生した場合には、

あらかじめそういった条例改正案についてもご審議をいただく。あるいは決算、またこう

いった予算等々につきまして、事前にこの運営協議会の方に諮って、意見を伺っているとこ

ろでございます。
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○山田委員

では、続きましてその下の４項趣旨普及費、１目趣旨普及費の需用費についてですけれども、

こちらの新年度予算は６万５千円の減額ということになっておりますが、その減額の理由は

ありますでしょうか。

○吉田国保年金課長

これは、基本的に全額が需用費消耗品で計上させていただいておりますけれども、この消耗

品につきましては、新年度予算の編成にあたって、一律１０パーセント削減するようにとい

う考え方の中で、昨年度比からは減少をしているというところでございます。

○山田委員

国保運営も予算的にかなり厳しい状況がいろいろあると思いますが、こういった運営協議会

ですとか趣旨普及に関しても、限られた予算の中でしっかりやっていただければなと思いま

す。

以上です。

○小髙副委員長

ほかに質疑はありますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

これから討論を行います。討論はありませんか。

最初に、反対討論の発言を許します。

○京増委員

それでは、議案第１５号、平成３１年度八街市国民健康保険特別会計予算に対する反対討論

をさせていただきます。

平成３０年度から国保の広域化が開始されましたが、国保の構造的な問題については解決の

方向が見えません。市民から、国保税が高過ぎて払えないと悲鳴が上がっている中、本市の

平成２９年度国保税収納率は、現年度分８５．８６パーセント。過年度分を合わせると５５．

４０パーセントです。県内で最低クラスの状況が続いています。

新年度は、前年度並みになるのではないかという答弁がありました。国民健康保険加入世帯

の収入が増えない中、本市における国保税は印旛郡市中最も高くなっています。国保税の軽

減世帯は増加し続け、平成２９年度は約５０パーセントの世帯が軽減を受けています。所得

がなくても国保税の負担があり、軽減されていてもなお負担能力を超える国保税となってい

ます。

このような中、平成３０年度の収納率は前年度と同程度と担当課は見込んでおりますが、所

得０円から１００万円未満の滞納世帯割合は３９パーセント、２００万円未満の世帯は６１

パーセント、６割です。所得が低い世帯ほど国保税の負担が重いことは明らかです。国保税

を滞納すると、病院窓口で医療費を全額支払わなければならない資格証明書が交付されます
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が、国保税を払えない人が医療費１０割を払うことはできません。命を脅かす資格証の交付

中止を求めます。また、手元に保険証がない保険証滞留世帯も年々増えています。誰もが安

心して病院にかかれるよう、保険証の交付を求めます。

そのためには、払える国保税にする必要があります。全国市長会等の要求に基づく１兆円の

公費負担増の実施で、均等割などを廃止し、国保税を「協会けんぼ」並みに引き下げること

が必要です。引き続き１兆円の公費負担増を要求し、実現するように求めたいと思います。

同時に、八街市においては、生活保護基準に基づく７７条減免制度を作り、恒常的低所得者

に対し減免制度を実施するために、早急に国保運営協議会に制度の提示を求めるとともに、

一般会計からの法定外繰入を求めていきたいと思います。

県支出金である保険給付費等の交付金のうち、特別交付金は、特定健診率の向上や糖尿病対

策など健康増進策等が評価されるとのことでございますが、八街市の評価は、５４市町村中

５０位、保険事業費を抜本的に増やし、病気予防、健康増進策に対する積極的な取り組みを

求め、反対討論といたします。

以上です。

○小髙副委員長

次に、賛成討論の発言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

ほかに討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

討論がなければ、これで討論を終了します。

これから議案第１５号、平成３１年度八街市国民健康保険特別会計予算についてを採決しま

す。

この議案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起 立 多 数）

○小髙副委員長

起立多数です。議案第１５号は原案のとおり可決されました

議案第１６号、平成３１年度八街市後期高齢者医療特別会計予算についてを議題とします。

この議案は、歳入歳出全款について、提案者の説明を求めます。

○吉田国保年金課長

それでは、議案第１６号、平成３１年度八街市後期高齢者医療特別会計予算につきましては、

ご説明いたします。

予算書の３３ページをごらんください。

平成３１年度当初予算におきまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ６億１千９

４０万３千円と定めるもので、前年度と比較し、１千９４７万２千円、３．２パーセントの
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増でございます。これは、被保険者の増加に伴い、歳入においては保険料が、また歳出にお

いては広域連合への負担金が増額となったことによるものでございます。

それでは、事項別明細書によりご説明いたします。

予算書の３３７ページをごらんください。

初めに、歳入でございますが、１款１項後期高齢者医療保険料は、保険料率の均等割を一人

当たり年額４万１千円、所得割を７．８９パーセントで試算し４億７千２１４万５千円を計

上いたしました。前年度と比較をいたしますと、１千５０２万７千円、３．３パーセントの

増でございます。内訳といたしましては、１目特別徴収保険料が２億６千２７７万８千円、

２目普通徴収保険料が２億９３６万７千円でございます。

２款繰入金、１項一般会計繰入金１億４千１１５万６千円は、一般管理費や賦課徴収費分と

しての１目事務費繰入金４３６万円と、低所得者等の保険料軽減分を公費で補填をいたしま

す２目保険基盤安定繰入金１億３千６７９万６千円で、前年度と比較をいたしますと５０５

万５千円、３．７パーセントの増でございます。

３款１項１目繰入金は、平成３０年度からの繰入見込額として、２００万円を計上いたしま

した。

３３８ページに移りまして、４款諸収入のうち、１項延滞金・加算金及び過料、１目延滞金

は、保険料滞納延滞金として、１千円の存目計上でございます。

２項１目雑入４１０万１千円は、保険料額決定通知の作成・発送の業務委託費でございます

賦課徴収帳票等作成業務委託費、また千葉県後期高齢者医療保険料過年度還付金、人間ドッ

ク事業などに対します広域連合からの、長寿健康増進事業補助金などでございます。

次に、歳出でございますが、３３９ページをごらんください。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、各申請書や決定通知等の郵送に係る経費

及び人間ドック等の助成として３１７万１千円を、また、２項１目徴収費は、保険料の賦課

徴収に要する経費として、２７８万９千円を計上したものでございます。

３４０、３４１ページに移りまして、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金６億１千

９４万２千円は、市が徴収いたしました保険料と、保険料軽減分である基盤安定繰入金の合

計額を、千葉県後期高齢者医療広域連合へ納付するもので、前年度と比較し、１千９３１万

８千円、３．３パーセントの増となっております。

３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は、前年度と同様、１目保険料還付金に過年度分

の保険料過誤納還付金として１５０万円、２目還付加算金に１千円を計上いたしました。

４款１項１目予備費も、前年度と同様、１００万円の計上でございます。

以上で議案第１６号、平成３１年度八街市後期高齢者医療特別会計予算につきまして、ご説

明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。

○京増委員
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それでは、３３７ページ、歳入のところからお伺いいたします。

平成３０年度は２年ごとの制度見直しに伴い、保険料が引き上げられました。年間の一人当

たり平均保険料額は７万２千５９７円ということでございますけれど、この後期高齢者医療

保険料の収納率についても、国保の収納率と同様、千葉県下でも最低クラスですが、この引

き上げによって、平成３０年度の収納率の見込みはどうなるのかお伺いします。

○吉田国保年金課長

収納率ということでございますが、この１月末の時点で前年度と比較をしますと、０．４６

パーセントほど下がりまして、８１．８３パーセントが現状でございます。ただ、最終的に

は前年度並み程度に収納ができればというふうに考えております。

○京増委員

国保税が上がったんだけれど収納率は前年度並みというふうな見込みと、これは見込みとし

ては甘いのではないかと、私は感じるんですけれど。といいますのは、平成３０年度は保険

料引き上げがされた上に、保険料の所得割２割軽減廃止とか、保険料の被保険者の軽減です

が７割軽減が５割に軽減されている。そのように負担が増えているもとで増えている。そし

て保険料も上がります。そういう状況で前年度並みの収納率が見込めるのかどうか、この点

についてはいかがでしょうか。

○吉田国保年金課長

先ほど収納率の現状につきましては申し上げたとおりなんですが、確かに昨年の同時期から

言いますと、若干減少傾向にはあるのは事実ですけれども、それほど大きくポイント数が下

がっているということではございませんので、最終的には、昨年度並みの保険料の徴収が図

れればというふうに考えております。

○京増委員

高齢者の生活は本当に年々厳しくなっているというところでは、この負担をいかに増やさな

いかと、このことが大事だと思います。

また、平成３１年度、新年度には、今度は特例軽減の９割軽減が８割に縮小されてしまうと。

この点についても、暮らしに大きな影響を与えると思うんですが、これを緩和するために、

生活の厳しさを緩和するために、何か市として考えているのかどうか、その点について伺い

ます。

○吉田国保年金課長

今回、後期高齢者医療保険料のところの軽減が縮小されるということについての、市として

の独自の軽減策といいますか、対応策というものについては、特に考えておりません。

○京増委員

この制度は、高齢者を囲い込んでいくと、高齢者だけの制度にしていくということで、最初

からもう、年数がたつうちに高齢者が増え、医療費も増えて、際限なく保険料が上がってい

くと、そういうことが危惧されていたそのとおりに今は進んでいると思います。八街市では

特に低所得者の方が多いということから見ましても、後期高齢者医療をいかに引き下げてい
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くか、これに真剣に取り組むべきだと思うんですが、この後期高齢者医療についての、低所

得者への軽減とか減免はどうなっているのか、お伺いします。

○吉田国保年金課長

ご存じのとおり、この後期高齢者医療制度につきましては、市独自ということではなくて、

基本的には広域連合の方で行っていただいているものというふうに解しておりますので、こ

の軽減等に関しまして、現状で市独自にその軽減策について何か考えるということについて

は、現在のところは考えておりません。

○京増委員

もちろん、市独自にするのではなくて、住民が後期高齢者医療保険料を払えないと、その点

について提言などはしないんでしょうか。

市長、その点については提言はされてこなかったのかどうか、お伺いします。

○小髙副委員長

京増委員に申し上げます。

現議題となっておりますのは、来年度予算の審査をしております。今の質問は一般質問とも

とられます。性質が違いますので質問を変えてください。

○京増委員

では、後期高齢者医療保険料を払えない方々に対して、今のところ、課長のご答弁では、国

からの方策は示されていないというふうに感じたんですが、その点についてはいかがでしょ

うか。

○吉田国保年金課長

この後期高齢者医療制度の軽減というものにつきましては、当然、低所得者に対します均等

割額の軽減措置というのは、確かに軽減割合というものは縮減されてきているというところ

はございますけれども、そういった軽減策については、必ずしも何も実施していないという

ことではございませんし、また、確かにもともと社会保険等の被扶養者であった方の保険料

の軽減というものにつきましても、平成３０年度の現状として５割軽減というものを実施し

たわけでございますので、そういった中で、決められ軽減措置については行われております

が、これに対しての市独自の軽減というものは特に行っていないということでございます。

○京増委員

軽減策というものが、本当に高齢者の方々にとって必要だということは、今までの収納率の

低下からもわかっておりますので、いかにしたら、高齢者の命・暮らしを守ることができる

かと、その点についてしっかりと県にも物申していただきたい。そのように要望しておきた

いと思います。

それで、３３９ページですが、一般管理費の中で１９節長寿健康増進事業補助金についてで

すが、これは、実際にはどのような事業を進めていくのか、お伺いします。

○吉田国保年金課長

ここで計上しています長寿健康増進事業補助金でございますが、これは人間ドックに対する
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助成金を計上したものでございます。

○京増委員

これは何人ぐらいを予定しているのか、お伺いします。

○吉田国保年金課長

今回計上してございます予算につきましては、人間ドックが９０件、それから脳ドックが４

０件分でございます。

○京増委員

わかりました。

○小髙副委員長

ほかに質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

最初に、反対討論の発言を許します。

○京増委員

それでは、議案第１６号、平成３１年度八街市後期高齢者医療特別会計予算に対する反対討

論をさせていただきます。

平成３０年度は、２年ごとの制度見直しで、一人当たり平均保険料額は年額７万２千５９７

円に引き上げられました。その上、被扶養者保険料７割軽減が５割への軽減縮小で４４９人、

一人当たり１万２５０円増額です。また、本人の所得割２割軽減廃止で９６１人、一人当た

り４千６４０円増で、総額４５５万９千円の負担増になりました。

さらに、平成３１年度は、保険料９割軽減が８割軽減に縮小になり２千３９人、保険料が４

千１００円から８千２００円に倍増します。総額で約８３６万円の負担増になります。そう

いう中でも、収納率は昨年並みという答弁がありましたが、負担をそんなに増やして収納率

が維持できるのか、大変疑問です。

後期高齢者医療制度の創設時、当時の厚生労働省課長補佐は、「医療費が際限なく上がって

いく痛みを高齢者に直接感じてもらう」と言い放ちました。高齢者だけを囲い込むこの制度

導入に対し、国民の大反対を和らげるために保険料の特例軽減が実施されました。年金削減

に加え、消費税増税、物価高の中、高齢者からは「何で年寄りをいじめるのか。負担ばかり

増えて何を倹約すればいいのか」など、悲痛な声が上がっています。

高齢者の暮らしを直撃する保険料軽減の縮小は、保険料滞納につながり、医療から高齢者を

遠ざけることになります。今やるべきは、保険料軽減の縮小ではなく、低所得者等への減免

を実施し、高齢者の負担を軽減し、高齢者の健康・命を守ることです。

高齢者や医療費が増えれば、高齢者に負担増を押し付ける後期高齢者医療制度廃止を求め、
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反対討論といたします。

以上です。

○小髙副委員長

次に、賛成討論の発言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

討論がなければ、これで討論を終了します。

これから議案第１６号、平成３１年度八街市後期高齢者医療特別会計予算についてを採決し

ます。

この議案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起 立 多 数）

○小髙副委員長

起立多数です。議案第１６号は原案のとおり可決されました。

執行部に申し上げます。議案第１７号に関係する職員以外は退室して結構です。

ここで１０分間の休憩をします。

（議案第１７号関係者以外の執行部退席）

（休憩 午後 １時５２分）

（再開 午後 ２時００分）

○小髙副委員長

再開します。

休憩前に続き会議を開きます。

議案第１７号、平成３１年度八街市介護保険特別会計予算についてを議題とします。

この議案は、歳入歳出全款について、提案者の説明を求めます。

○田中高齢者福祉課長

続きまして、議案第１７号、平成３１年度八街市介護保険特別会計予算につきまして、ご説

明いたします。

予算書の３９ページをごらんください。

第１条では、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４７億９千７５万８千円と定めるも

のでございます。前年度と比較しますと、２億３千７８７万６千円、５．２パーセントの増

でございます。

第２条では、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、４４ページの第２表債務負担行為のとおりでございます。

第３条では、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合について定めるものでございます。

それでは、歳入歳出につきまして事項別明細によりご説明いたします。

予算書の３４７ページをごらんください。
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初めに、歳入でございますが、１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料１

３億４千７３８万５千円は、前年度と比較し、５千７８万６千円、３．９パーセントの増で

ございます。

１節現年度分保険料１３億４千１３８万５千円は、調定見込額の９６．６パーセントを収納

見込みとして計上いたしました。２節滞納繰越分は６００万円の計上でございます。

２款分担金及び負担金、１項負担金、１目包括的支援事業・任意事業利用者負担金１８０万

円は、前年度と同額であり、配食サービス事業の個人負担金でございます。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金７億８千７５６万４千円は、前年

度と比較し、３千８４６万９千円、５．１パーセントの増であり、現年度分介護給付費負担

金でございます。

３４８ページに移りまして、２項国庫補助金、１目調整交付金６６２万６千円は、前年度と

比較し、４千９７４万４千円、８８．２パーセントの減でございます。

２目地域支援事業交付金・介護予防日常生活支援総合事業分は２千９８４万９千円、３目地

域支援事業交付金・包括的支援事業任意事業分は２千６２９万７千円、４目地域支援事業交

付金・包括的支援事業社会保障充実分は３４万１千円の計上で、介護予防日常生活支援総合

事業に係る国の負担率は２５パーセント、包括的支援事業任意事業分及び包括的支援事業社

会保障充実分に係る負担率は３８．５パーセントでございます。

４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金１１億９千３２０万１千

円は、前年度と比較し、６千６７９万２千円、５．９パーセントの増であり、社会保障診療

報酬支払基金からの介護給付費に対する交付金でございます。

２目地域支援事業支援交付金３千２２３万８千円は、前年度と比較し、２８４万１千円、９．

７パーセントの増であり、介護予防日常生活支援総合事業に係る交付金でございます。

３４９ページに移りまして、５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金６億４千

８６９万２千円は、前年度と比較し、４千１９２万７千円、６．９パーセントの増であり、

現年度分介護給付費負担金でございます。

２項県補助金、１目地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業分は１千４９２万

４千円、２目地域支援事業交付金・包括的支援事業任意事業分は１千３１４万８千円、３目

地域支援事業交付金・包括的支援事業社会保障充実分は１７万円の計上で、介護予防日常生

活支援総合事業に係る県の負担率は１２．５パーセント、包括的支援事業任意事業分及び包

括的支援事業社会保障充実分に係る負担率は１９．２５パーセントでございます。

３５０ページに移りまして、４目介護施設等整備事業交付金は３千９２０万円、新規事業と

して、小規模多機能居宅介護事業所の整備事業に伴う補助金でございます。

６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金は、介護給付費準備基金積立金利子

１千円を、存目計上するものでございます。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金５億５千２４０万４千円は、前年

度と比較し、３千９２万１千円、５．９パーセントの増であり、介護給付費に係る市の負担
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分でございます。

２目地域支援事業繰入金・介護予防日常生活支援総合事業分は１千４９２万４千円を、３目

地域支援事業繰入金・包括的支援事業任意事業分は１千３１４万８千円を、３５１ページに

移りまして、４目地域支援事業繰入金・包括的支援事業社会保障充実分は１７万円を計上す

るものであり、地域支援事業に係る市の負担分でございます。

５目低所得者介護保険料軽減繰入金１千２１６万円は、前年度と比較し、８万９千円、０．

７パーセントの減であり、介護保険の第１号保険料の低所得者軽減強化に伴い、市町村民税

非課税世帯のうち、特に所得の低い第一段階の方を対象とした軽減分に対する繰入金でござ

います。

６目その他繰入金４千９９５万２千円は、事務費等に対する市の負担分でございます。

２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金は、１千円を存目計上するものでございま

す。

８款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、２目第１号被保険者

加算金、３目過料及び２項雑入、１目第三者納付金、２目返納金につきましては、それぞれ

１千円を存目計上するものでございます。

３目雑入５５５万８千円は、前年度と比較し、４６２万８千円、４９７．６パーセントの増

であり、臨時職員等保険料の個人負担金及び認定情報提供料及び国保連からの市地域支援セ

ンターが行った介護予防ケアマネジメント事業に要した経費でございます。

９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金は１００万円の計上でございます。

次に歳出でございますが、３５３ページをごらんください。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費４千６１９万７千円は、前年度と比較し、３

千８７３万９千円、５１９．４パーセントの増となっております。増額の主な理由は、１９

節負担金補助及び交付金３千９２０万円を、小規模多機能居宅介護事業所１施設の整備に伴

う補助金として計上しております。

３５４ページをごらんください。２項徴収費、１目賦課徴収費５０５万５千円は、前年度と

比較して、４５万９千円、９．１パーセントの増となっております。これは、納付書等の印

刷製本費及び郵送料が主なものでございます。

３５５ページにまたがりますが、３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費２千３０５

万２千円は、介護認定審査会委員の報酬及び主治医意見書記載手数料が主なものでございま

す。

２目認定調査等費１千５９８万円は、認定調査に係る臨時職員の賃金、認定調査に使用する

車両の賃借料が主なものでございます。

３５６ページをごらんください。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目介護サー

ビス等諸費４０億２千９６４万９千円は、前年度と比較し、２億１千３５９万８千円、５．

６パーセントの増であり、要介護１から５までの認定者が利用する保険給付費でございます。

２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス等諸費８千５３６万８千円は、前年度
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と比較して、３千２５１万８千円、６１．５パーセントの増となっております。これは、要

支援１または２の認定者が利用する介護予防サービスの保険給付費でありますが、介護予防

日常生活支援総合事業の開始に伴い、訪問型通所型サービス費については、介護予防生活支

援サービス事業費へ移行したことに伴う増額でございます。

３５７ページに移りまして、３項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費８千６５

０万８千円は、前年度と同額で、要介護認定者の方が利用する介護サービスに係る自己負担

の額が一定の限度額を超えたときに支給するものでございます。

２目高額介護予防サービス費１０万円は、前年度と同額で、要支援認定者の方が利用する介

護予防サービスに係る自己負担額が一定の限度額を超えたときに支給するものでございます。

３５８ページにまたがりますが、４項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介

護サービス費１千８４万円及び２目高額医療合算介護予防サービス費１０万円は、各医療保

険における世帯内で１年間の医療費及び介護費の自己負担額が著しく高額になった場合に、

一定の上限額を超える部分について給付を行うものでございます。

５項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス等費２億３５７万３千円は、

施設入所者が通常負担する食費や居住費に関し、低所得者に負担上限を設け、標準負担額と

の差額を補足給付するのでございます。

３５９ページに移りまして、６項その他諸費、１目審査支払手数料３１３万５千円は、介護

給付費請求等の審査支払手数料でございます。

３款地域支援事業費、１項介護予防生活支援サービス事業費、１目介護予防生活支援サービ

ス事業費１億１千４４３万５千円は、前年度と比較し、２千２６６万９千円、２４．７パー

セントの増となっております。これは、従来の介護予防給付のうち訪問介護と通所介護が、

介護予防日常生活支援総合事業の訪問型サービスと通所型サービスに移行したことに伴う増

額でございます。

３６０ページに移りまして、２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費につきまし

ては、４５６万７千円、前年度と比較し、１９６万６千円、３０．１パーセントの減となっ

ております。これは、要介護状態等になることを予防するために行う介護予防運動教室や介

護予防講演会等に要する経費でございます。

３６１ページ、３６２ページにまたがりますが、３項包括的支援事業費・任意事業費、１目

包括的支援事業費・任意事業費７千１１万１千円は、前年度と比較し、４７２万３千円、７．

２パーセントの増となっております。配食サービス業務やおむつ支給業務の委託料及び市の

地域包括的支援センターに、社会福祉法人からの派遣を依頼しております。主任ケアマネ

ジャー１名に係る負担金及び平成２９年１０月に開設した南部地域包括支援センターの委託

料が主なものでございます。

４項包括的支援事業費・社会保障充実分、１目包括的支援事業費・社会保障充実分は８８万

８千円、前年度と比較し、９５万３千円、５１．８パーセントの減となっております。包括

的支援事業のうち、在宅医療介護連携推進事業、認知症総合支援対策事業に要する経費でご
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ざいます。減額の主な要因は、昨年９月に発刊しました認知症の特集号に要する経費がなく

なったことによるものでございます。

３６３ページに移りまして、５項その他諸費、１目審査支払手数料４０万１千円は、介護予

防日常生活支援総合事業に係る支給費請求等の審査支払手数料でございます。

４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金８千７３４万８千円は、

介護給付費準備基金に積み立てをするものでございます。

３６４ページに移りまして、５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目償還金及び還

付加算金２００万円は、前年度と比較し、５０万円、３３．３パーセントの増となっており

ます。

２項延滞金、１目延滞金は１千円の存目計上でございます。

６款予備費、１項予備費、１目予備費は、前年度と同額の１００万円の計上でございます。

以上で平成３１年度八街市介護保険特別会計予算の説明を終了いたします。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

○小髙副委員長

以上で説明が終わりましたので、質疑を許します。

○京増委員

それでは、まず３４７ページ、保険料についてお伺いします。

第１号被保険者の保険料の収納率についてですが、平成２８年度、２９年、そして３０年度

の見通しは、平成２９年度と比べてどうなのか、お伺いします。

○田中高齢者福祉課長

本年の１月末の状況で、平成３０年度は８２パーセント、同年１月末現在で、平成２９年度

は７９．４４パーセントとなっております。前年度の同時期と比較いたしまして、２．５６

ポイントの上昇ということになっております。また、来年度の見通しとしましては、今年度

並みということで、最終的には９７パーセントを予定しております。

○京増委員

ただいまのご答弁によりますと、今までよりも収納率は高くなっているような気がしますが、

いかがでしょうか。

○田中高齢者福祉課長

本年度につきましては、現年度分、過年度分ともに収納率は上がっている状態でございます。

○京増委員

高齢者の市民の暮らしは本当に大変な状況になっている中で、収納率が上がっているという

のは、皆さんが大変頑張っているということもあるし、また年金受給者が増えて、年金から

いや応なしに引かれるというようなところもあるかと思うんですが、そういう形の増え方の

ような気がしますけれど、その点についてはいかがでしょうか。

○田中高齢者福祉課長

年金の受給資格要件が変わりまして、２５年から１０年にまで下がったということで、年金
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をいただける方が増えたというのもございます。また、職員の方も滞納繰越分につきまし徴

収に努めてきたところでございますので、合わせて徴収率の向上につながったものと考えま

す。

○京増委員

確かに、１０年、年金保険料を納めれば、本当にわずかですけれど年金が入ってくると。だ

から、収入が増えれば収納率が増えるということは、少ない年金から天引きしようというの

はどうかと思う点はありますが、収入が増えることで収納率が上がるということは、これは

本当によくあらわれているなと思われます。

その点、やはり所得が低いと納められないというふうに思うんですけれど、特別徴収ではな

い普通徴収の場合に、滞納割合が多い方たちについてお伺いしたいんですけれど、保険料は

所得によって１０段階に分かれておりますけれど、その段階の中で、滞納者が２割を超えて

いる段階について、お聞きします。

○田中高齢者福祉課長

やはり、滞納者が多い階層としましては、第１段階、第４段階が一番多くなっております。

また、高いところにつきましては、２割を超えているものにつきましては、第３段階を除く

第１段階から第８段階までは２割を超えております。

○京増委員

本当に１０段階あるうち７段階で２割以上の方が滞納されている。それは決して所得が多い

からではない。所得が少ないために払えきれない。そういう状況だと思うんですけれど、こ

の特別徴収の方たちは年金天引きなどで、年金が少なくてもいや応なく差し引くんですけれ

ど、自分で払っていく普通徴収の場合、まず生活しなければいけないという点では、今後も

なかなか払えないのではないかと思うんですけれど、その点についての対応はどのようにさ

れようとしているのか、お伺いします。

○田中高齢者福祉課長

普通徴収の滞納者に対しては、通常どおり督促・催告を行っており、また納付相談、これに

つきましては親切丁寧に職員の方で対応している状況でございます。

○京増委員

丁寧にやってくださっているとは思うんですけれど、結局、所得が１２０万円以下の方たち

の滞納が多いわけですよね。多いんですけれど、多いと思いますけれど、そういう、もう所

得が低いから納められないという方たちに対しては、市独自の軽減が必要と思うんですね。

その点についてお伺いしたいんですけれど、これは市長にお伺いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。

○北村市長

滞納者につきましては、先ほども担当よりお話がございましたとおり、極力そうしたことを

把握しながら、丁寧な対応に心がけているところでございますので、ご理解をいただきたい

と思います。
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○京増委員

滞納を続けていると、今度は給付するときに。

○小髙副委員長

京増委員に申し上げます。やや予算審査から外れている傾向がございます。一般質問ではあ

りませんので、予算審査ということで質問をお願いいたします。

○京増委員

わかりました。介護保険料の滞納ということで、介護保険料のことでお伺いしております。

この介護保険料を納められない方たちが、いかに納められるようにしていくかという点では、

私は決して的を外れた質問だとは思わないんですけれど、やはり、そのことについては真剣

に考えていかなければ、市民の暮らしを守ることができないと思います。

それと、保険料滞納に関係いたしますけれど、この保険料滞納を理由にして、サービスを制

限されるわけですけれど、この傾向はどうなっているのか、お伺いします。

○田中高齢者福祉課長

こちらにつきましては、介護保険法のとおり給付制限という形をとっておりますが、人数に

関しては、前年度と比較して増えている状況ではなく、同じような推移でという状況でござ

います。

○京増委員

それでは、次に３４８ページ、国庫支出金、１目調整交付金についてお伺いいたしますけれ

ど、４千９００万円の減、８８．２パーセントの減というご説明だったんですが、この理由

についてお伺いします。

○田中高齢者福祉課長

こちらにつきましては、平成３０年度から介護保険法の施行規則の改正がございまして、こ

れまでは、年齢区分が２区分だったものが、平成３０年度から３区分に分かれます。それに

よりまして、八街市は千葉県内で高齢化率が１９番目に低い市となっております。また、千

葉県におきましては、全国で７番目に低い県となっておる状況から、高齢者が比較的少ない

というところで、この調整交付金が下がったものと考えます。

○京増委員

千葉県も八街市も割と若い街ということかなと思いますけれど。

次に３５１ページ、５款県支出金について、４目介護施設等整備事業交付金についてお伺い

しますが、これはどのような計画について交付されるのか、お伺いします。

○田中高齢者福祉課長

こちらにつきましては、第７期高齢者福祉計画、また介護保険事業計画に基づきまして、地

域密着型サービス事業の基盤整備のために、小規模多機能居宅介護事業所を、これまでな

かった八街南中学校生活圏域に１カ所、新たに整備するものでございます。

○京増委員

次に３５１ページの繰入金の中の５目低所得者介護保険料軽減繰入金についてですが、これ
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は１千２１６万円の予算計上ですが、何人分なのかお伺いします。

○田中高齢者福祉課長

対象者は３千８００人を見込んでおります。

○京増委員

先ほどの説明では、第１段階の方が対象ということだったんですが、この第１段階の方が全

部で３千８００人ということでしょうか。

○田中高齢者福祉課長

そのとおりでございます。

○京増委員

それにしても第１段階の収納率も悪いんですが、滞納も多いんですが、第２段階も多いと思

うんですが、この点については、今後拡大していく、そういう計画はいかがでしょうか。

○田中高齢者福祉課長

社会保障税一体改革の中で、低所得者に対する軽減の強化ということで、第１段階から第３

段階まで、平成３１年度において、消費税の増税に伴いまして軽減措置が強化されるという

ことで、今計画されているというところです。

○京増委員

やはり、国も第３段階ぐらいまでは軽減策が必要だというような考えです。しかし、それは

消費税増税が必要だということで、この消費税増税については、所得が低い方々にとって決

して暮らしをよくするものではないということで、大変な選択だなと思います。

次に、３５２ページの雑入についてお伺いします。右欄の説明のところですが、認定情報提

供についてお伺いします、説明を。

○田中高齢者福祉課長

こちらは、ケアマネジャーが自分の担当している方のケアプラン作成のときの資料とするた

めに、こちらの方で認定したときの情報を、Ａ４、４枚ほどの資料ですが、そのコピー代と

して、お一人当たり４０円いただいているものでございます。

○京増委員

これは提供いただくと、そうすると提供するということですか。すみません、よくわからな

かったので、提供するということですね。

○小髙副委員長

続いて質問をどうぞ。

○京増委員

次に歳出になります。

一般管理費の１９節、３５３ページです。地域介護福祉空間整備事業補助金、これはどうい

う内容なのか、伺います。

○田中高齢者福祉課長

こちらにつきましては、先ほど歳入で申し上げましたが、八街市地域福祉計画に基づいて小
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規模多機能居宅介護事業所１施設、こちらの分の整備に関する補助金でございます。

○京増委員

先ほどの県支出金の介護施設等の整備と、これに関係があるわけですね。わかりました。

次に３５６ページ、保険給付費についてですが、２款１目の介護サービス等諸費、これは介

護度１から５までの認定者について給付がされるわけですけれど、この額というのは、認定

された方々が必要なサービスを十分受けられる、そういう予算となっているのか、お伺いし

ます。

○田中高齢者福祉課長

一応、認定された方が、全て必要なサービスを受けられるような予算として計上しているも

のでございます。

○京増委員

それぞれ介護度によって、受けられるサービスの金額が決まっているわけですけれど、その

認定の中で、使えるサービスの中でどの程度、どのぐらいの割合で使っていける、そういう

のはどうなっているのか、お伺いします。

○田中高齢者福祉課長

割合というのはあれなんですけれども、認定された方が、その認定に伴いまして、その介護

度に応じた必要なサービスを使っていただけるということで、市の方では考えております。

○京増委員

介護制度が、この制度ができたときから、例えば使えるサービスの１００パーセントはなか

なか使えない。お金もかかるし、もちろんサービスもなかなかないというところで、３割ぐ

らいということが前は言われていたんですが、今もそんなに変わらないんじゃないんですか。

その点はわからないでしょうか。

○田中高齢者福祉課長

３割という数字は、市の方では抑えておりません。

○京増委員

次に３５８ページの特定入所者介護サービス等費についてお伺いします。所得が低い方々に

対するサービスですが、これ何人ぐらいが利用される予算なのか。去年、また新年度につい

てお伺いします。

○田中高齢者福祉課長

４千８９８件に対する費用でございます。

○京増委員

これは、前年度と比べると、人増加ですか。

○田中高齢者福祉課長

申し訳ありませんが、人数はわからないんですけれども、件数につきましては同程度という

ことで認識しております。

○京増委員



－49－

次に次ページ、地域支援事業費についてお伺いします。１目介護予防生活支援サービス事業

費についてですが、この地域支援事業についてですが、９千１７６万６千円の増額ですが、

この地域支援事業については。

○小髙副委員長

いや、前年度予算が９千１７６万６千円に対してですか。これプラスじゃないんですね。そ

れは前年度ですね。

○京増委員

そうですね。すみません。

去年と比べると２千２６６万９千円増額ということですが、この地域支援事業費については、

以前はというか、ボランティア等にも活躍していただくというようなことだったと思うんで

すが、しかし、実際にはなかなかそれは難しいと、この間の状況を見て思います。

それで、この地域支援事業ができたことによって、介護予防の例えば事業所、通所の場合は

介護報酬が減っていると思うんですが、その点についてはどういう状況なのか、お伺いしま

す。

○田中高齢者福祉課長

もともとあった事業が総合事業に移行したときの単価ですけれども、もとの単価をそのまま

採用しまして総合事業の単価としております。ですから、単価自体は変わらないということ

になっております。

○京増委員

今のご説明は、総合事業が始まる前の単価と変わらない、同じ単価が支払われている、そう

いうことですか。それならば、事業所が赤字になって潰れてしまうと、そういうことはない

ということで考えておいてよろしいでしょうか。

○田中高齢者福祉課長

単価自体は同じ金額で移行しておりますので、経営状況等は同じものと考えております。

○京増委員

それは本当に大切なことだと思います。介護事業所は地域の宝と思いますので、ぜひ事業所

が赤字で倒産することがないように、全国ではしかし倒産は増えるということですので、八

街市の事業所が成り立つような、そういう方向でお願いをしておきたいと思います。

それから３６０ページ、３款１目８節の高齢者虐待防止連絡協議会委員についてですが、こ

の高齢者の虐待の状況について、平成２９年、３０年と、どういう状況だったのか、お伺い

します。

○田中高齢者福祉課長

すみません。虐待の件数につきましては、今ちょっと資料の方を持ち合わせておりませんの

で、後ほどお答えしたいと思います。

○小髙副委員長

ほかに質問はありますか。
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○京増委員

同じ１目の中の、配食サービス、それからおむつ支給業務については、去年、今年、どうい

う状況なのか、お伺いします。

○田中高齢者福祉課長

まず、先ほどの虐待の件数をお答えさせていただきたいと思います。平成２９年度は９件、

平成３０年度は今現在で７件でございます。

続きまして、配食サービスですが、平成２９年度で言いますと、配食数が４千８９３件、世

帯数では１３５で、実人員が１６９名となっております。うち新規が５３件でございます。

平成３０年度の１月３１日現在で申しますと、配食数が４千１６７件、世帯数が１３４件、

実人員が１５７人、うち新規が４５件となっております。

また、続きましておむつですが、平成２９年度の実績で申し上げますと、実人員で２６０人、

平成３０年度は、１月３１日現在で２２４人となっております。

○京増委員

まずは、虐待の問題ですが、平成２９年度が９件、そして平成３０年度が７件というご報告

だったんですが、この虐待がわかって、どのような対応をされたのか、お伺いします。

○田中高齢者福祉課長

虐待の対応ですが、状況に応じまして、同居の親族、介護支援専門員、警察等との連携をと

りまして対応している状況でございます。個々のケースに応じた対応となりますので、さま

ざまな対応になってくるかと思います。

○京増委員

虐待の場合は、事業所の方からの虐待もたまにはあるというふうには聞いておりますけれど、

全国的にはそういうこともあると報告されているんですけれど、大体は家族からの虐待では

ないかとそのように思われますが、いかがでしょうか。

○小髙副委員長

京増委員、それは一般質問的な質問になるから、ちょっと。

○京増委員

わかりました。

虐待がわかったときに、ちゃんと安全な方法がとられているのかどうか、この点についてお

伺いします。

○小髙副委員長

いや、先ほどの答弁と変わらないと思うんですけれど、田中課長。

○田中高齢者福祉課長

虐待の相手方につきましては、まず家族が一番多いということになっております。安全対策。

○小髙副委員長

対応という質問でした。

○田中高齢者福祉課長
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すみません。虐待につきまして、市の方の対応としましては、まず虐待を受けている方の生

命を第一に考えまして、施設に緊急入所させる等の対応はとっております。

○京増委員

虐待の場合は、本当に命に関わるというようなところでは、今後も対応をしっかりとお願い

して、必要と思います。

次に３６２ページですが、成年後見人報酬についてですが、この実績についてお伺いします。

○田中高齢者福祉課長

平成３０年度１月３１日現在で、６件となっております。

○京増委員

一人につき、費用は毎月どのくらいかかるんでしょうか。

○田中高齢者福祉課長

今、集計が平成２９年度の実績で、年間ですけれども、２４５万４千３４円となっておりま

す。

○小髙副委員長

ほかに質問はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

質疑がなければ、これで質疑を終了します。

これから討論を行います。討論はありませんか。

最初に、反対討論の発言を許します。

○京増委員

それでは、議案第１７号、平成３１年度八街市介護保険特別会計予算に対する反対討論をさ

せていただきます。

本市における介護保険の収納率は、平成２９年度の収納率８９．０パーセントと、県下ワー

ストワンでした。「介護保険料が高過ぎる。年金から引かれて手元に幾らも残らない」など、

怒りの声が渦巻いています。

第７期制度では、保険料は据え置かれたものの大変高くなっています。保険料の滞納を理由

にサービス利用の制限が実施されており、誰もが払える保険料にしなければ、介護が必要な

人の命・暮らしを守ることはできません。低所得者に対する市独自の減免の実施及び利用料

の軽減を求めます。

特別養護老人ホーム入所についても、要支援者も含め希望者全員が入居できるような、早急

な施設整備も必要です。居宅介護については、介護離職、介護倒れが生じないよう、利用率

を高める施策も必要です。介護のサービスが必要な人の重症化を防ぐために、十分な介護予

防サービスが受けられる施策も必要です。地域支援事業のうち、介護予防・生活支援サービ

ス事業については、十分なサービス提供により介護予防につなげるよう求めます。そのため

には、ボランティアではなく専門の介護事業所によるサービス提供が必要であり、事業所が
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成り立つような介護報酬に、今後もしていただきたい、そう要望します。

介護保険制度は、３年ごとの見直しで制度改悪が続き、保険料や利用料なども引き上げられ、

必要なサービスを十分受けられない、そういう状況が強まっています。介護保険創設時の、

「みんなの安心 介護保険」の精神に立ち返り、制度の充実を求め、反対討論といたします。

以上です。

○小髙副委員長

ほかに討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○小髙副委員長

討論がなければ、これで討論を終了します。

これから議案第１７号、平成３１年度八街市介護保険特別会計予算についてを採決します。

この議案は原案のとおり決定することに賛成の委員の起立を求めます。

（起 立 多 数）

○小髙副委員長

起立多数です。議案第１７号は原案のとおり可決されました。

以上で付託された案件の審査は全て終了しました。

文教福祉常任委員会を閉会します。ご苦労さまでした。

（閉会 午後 ２時５３分）
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上記会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためにここに署名する。

平成 年 月 日

八街市議会文教福祉常任委員長

八街市議会文教福祉常任委員

八街市議会文教福祉常任委員


